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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和６年３月８日（金）午前１０時   開会 

  平成２８年１１月１５日午後 ５時３分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 安 藤  薫   委  員 野 口  博 

  委  員 南 野 直 司   委  員 塚 本  崇   委  員 香 川 良 平 

委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正 

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

市長公室長 平 井 貴 志 総務部長 山 口  猛  建設部長 武 井 義 孝 

消防長 松 田 俊 也  総務部理事・防災危機管理課長事務取扱 丹 羽 和 人 

総合行政委員会事務局長 石原幸一郎  建設部次長 松 倉 昌 明 

会計管理者兼会計室長 柳 瀨 哲 宏 

総務部副理事兼財政課長 妹 尾 紀 子  同部副理事兼工事検査室長 永 田  享 

建設部副理事兼建築課長 江 草 敏 浩  同部副理事兼道路交通課長 寺 田 満 夫 

総務課長 真 鍋 伸 也  資産活用課長 浅 田 明 典 

情報政策課長 下 郡 光 礼  市民税課長 石 坂 直 樹 

固定資産税課長 中 尾 昌 志  納税課長 藤 原 英 昭 

都市計画課長 杉 山  剛  水みどり課長 宮 城 陽 一 

  道路管理課長 西  勝 也 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  議案第１号 令和６年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第９号 令和５年度摂津市一般会計補正予算（第１０号）所管分  
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（午前１０時 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから総務建

設常任委員会を開会します。 

理事者から挨拶を受けます。 

森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

先日の本会議に引き続きまして、本日は

総務建設常任委員会をお持ちいただきま

して、大変ありがとうございます。 

本日は令和６年度の一般会計予算ほか

１１件についてご審査を賜ります。何とぞ

慎重審査の上、ご可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。

本日の委員会記録署名委員は香川委員を

指名します。 

審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

本２件について、補足説明を求めます。 

山口総務部長。 

○山口総務部長 それでは議案第１号、 

令和６年度摂津市一般会計予算のうち防

災危機管理課分を除く総務部の所管分に

つきまして目を追って主なものを補足説

明させていただきます。 

まず歳入でございます。予算書の２０ペ

ージ、款 1市税、項１市民税、目１個人は、

前年度に比べ３億４，１５０万円の減額で

ございます。 

目２法人は、前年度に比べ６，２９０万

円の増額でございます。 

項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ１億８００万円の増額でござ

います。 

目２固定資産等所在市町村交付金及び

納付金は、前年度と同額でございます。 

項３軽自動車税、目１環境性能割は、前

年度に比べ５００万円の減額でございま

す。 

目２種別割は前年度に比べ２１０万円

の増額でございます。 

次に２２ページ、項４市たばこ税は前年

度に比べ３００万円の増額でございます。 

項５都市計画税は前年度に比べ８００

万円の増額でございます。 

款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税

は前年度と同額でございます。 

項２自動車重量譲与税は前年度に比べ

１，０００万円の増額でございます。 

次に２４ページ、項３森林環境譲与税は

前年度に比べ２５０万円の増額でござい

ます。 

款３利子割交付金は前年度に比べ１０

０万円の減額でございます。 

款４配当割交付金は前年度に比べ７０

０万円の減額でございます。 

款５株式等譲渡所得割交付金は前年度

に比べ４，７００万円の減額でございます。 

次に２６ページ、款６法人事業税交付金

は前年度に比べ１，０００万円の増額でご

ざいます。 

款７地方消費税交付金は前年度と同額

でございます。 

款８ゴルフ場利用税交付金は前年度に

比べ２０万円の減額でございます。 

款９環境性能割交付金は前年度に比べ
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１，２００万円の増額でございます。 

次に２８ページ、款１０地方特例交付金

は前年度に比べ３億７，２００万円の増額

でございます。 

款１１地方交付税は前年度に比べ１億

６，０００万円の減額でございます。 

款１２交通安全対策特別交付金は、前年

度に比べ２００万円の減額でございます。 

次に３０ページ、款１４使用料及び手数

料、項 1使用料、目 1総務使用料は、庁舎

施設等使用料でございます。 

目５土木使用料は、市営住宅使用料及び

市営住宅用地使用料でございます。 

次に３２ページ、項２手数料、目１総務

手数料は税務諸証明手数料、税務督促手数

料及び審査請求提出書類等写し等交付手

数料でございます。 

次に３４ページ、目４土木手数料は、自

動車保管場所使用承諾証明手数料でござ

います。 

次に３６ページ、目１５国庫支出金、項

２国庫補助金、目１総務費国庫補助金はデ

ジタル基盤改革支援補助金及び番号制度

システム整備費補助金でございます。 

次に４０ページ、項３委託金、目１総務

費委託金は基幹統計調査委託金及び統計

調査員確保対策事業委託金でございます。 

次に４８ページ、款１６府支出金、項３

委託金、目１総務費委託金は府税徴収事務

委託金でございます。 

次に５０ページ、款１７財産収入、項 1

財産運用収入、目 1財産貸付収入は土地貸

付収入でございます。 

目２利子及び配当金は各種基金利子で

ございます。 

項２財産売払収入は土地売払収入でご

ざいます。 

款１８寄附金は一般寄附金でございま

す。 

次に５２ページ、款１９繰入金、項１特

別会計繰入金は前年度と同額でございま

す。 

項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入

金は前年度に比べ４億４，５７９万１，０

００円の増額でございます。 

目２公共施設整備基金繰入金は前年度

に比べ８，０７６万４，０００円の増額で

ございます。 

次に５４ページ、款２０諸収入、項 1延

滞金、加算金及び過料は前年度と同額でご

ざいます。 

項４雑入、目１滞納処分費は前年度と同

額でございます。 

次に５６ページ、目２雑入は市町村振興

協会交付金などでございます。 

次に６０ページ、款２１市債は前年度に

比べ８億３，３２０万円の減額でございま

す。 

なお、本年度発行予定の市債といたしま

して、目 1総務債は庁舎改修事業債及び味

生コミュニティセンター（仮称）建設事業

債でございます。 

目２民生債は、市立身体障害者・老人福

祉センター外壁等改修事業債、とりかいこ

ども園建設事業債、子育て総合支援センタ

ー遊戯室空調設備整備事業債、学童保育施

設増設事業債及び借換債でございます。 

目３衛生費は斎場火葬炉設備改修事業

債及び葬儀会館立体駐車場解体事業債で

ございます。 

次に６２ページ、目４土木債は車両整備

事業債、道路整備事業債、橋梁長寿命化修

繕事業債、交通安全対策事業債、正雀南千

里丘線外２路線道路改良事業債、排水路ポ

ンプ場施設整備事業債、阪急京都線連続立

体交差事業債、千里丘駅西地区再開発事業
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債及び借換債でございます。 

目５消防債は広域消防指令システム整

備事業債、消防本部車両整備事業債及び消

防団車両等整備事業債でございます。 

目６教育債は小学校屋内運動場空調設

備整備事業債、千里丘小学校建設事業債、

小学校外壁等改修事業債、中学校屋内運動

場空調設備整備事業債、中学校給食センタ

ー建設事業債、借換債、図書館外壁改修事

業債及び図書館トイレ改修事業債でござ

います。 

目７臨時財政対策債は、臨時財政対策債

でございます。 

借入限度額及び借入方法等につきまし

ては９ページの第３表地方債に記載のと

おりでございます。 

続きまして歳出でございます。６８ペー

ジ、款２総務費、項１総務管理費、目１一

般管理費は７４ページまでに記載のとお

り、内部事務に係る経費などでございます。 

目２文書広報費は郵送や印刷事務に係

る経費などでございます。 

次に７６ページ、目４財産管理費は、庁

舎や集会所に係る維持管理経費などでご

ざいます。 

次に８０ページ、目９電子計算費は、庁

内等の電子計算処理に係る経費でござい

ます。 

次に８８ページ、目１７諸費は、地区集

会所補修費補助金でございます。 

目１８財政調整基金費及び９０ページ、

目１９公共施設整備基金費は各種基金利

子を積み立てるものでございます。 

項２徴税費、目１税務総務費及び９２ペ

ージ、目２賦課徴収費は税務事務に係る経

費でございます。 

次に１００ページ、項５統計調査費、目

１統計調査総務費は統計調査に係る経費

でございます。 

目２基幹統計調査費は各種基幹統計調

査に係る経費でございます。 

次に１６８ページ、款７土木費、項５住

宅費、目１住宅管理費は市営住宅の管理に

係る経費でございます。 

次に２０８ページ、款１０公債費、項１

公債費、目１元金は、前年度に比べ６億２，

０５８万６，０００円の減額でございます。 

目２利子は前年度に比べ７１４万５，０

００円の増額でございます。 

款１１予備費は前年度と同額でござい

ます。 

以上、令和６年度摂津市一般会計予算の

補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第９号、令和５年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

防災危機管理課分を除く総務部の所管分

につきまして補足説明をさせていただき

ます。 

まず、８ページから９ページ、第３表地

方債の補正を御覧ください。 

変更につきましては、味生コミュニティ

センター（仮称）建設事業及び学童保育施

設増設事業に係る起債の限度額を変更す

るものでございます。 

次に歳入でございます。１４ページ、款

１１地方交付税、項１地方交付税、目１地

方交付税につきましては、国の補正予算に

伴う追加交付により１億５，１２７万５，

０００円増額しております。 

次に１６ページ、款１５国庫支出金、項

２国庫補助金、目１総務費国庫補助金につ

きましては、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を８億５，５５０万

円減額し、物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を９億８，２５３万８，０００

円に増額をしております。 
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内容につきましては、補正予算（第７号）

にて、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金として予算計上いたしま

した８億５，５５０万円について、物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金と補

助金の名称が確定をしたため振替を行う

ものでございます。 

また、補正予算（第８号）にて、市独自

の施策として、物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金の額が１億２，７０３万８，

０００円と確定したためでございます。 

次に１８ページ、項３委託金、目１総務

費委託金につきましては、基幹統計調査委

託金を２０８万５，０００円減額しており

ます。 

次に２０ページ、款１８寄附金、項１寄

附金、目１寄附金につきましては、一般寄

附金を３７３万６，０００円増額しており

ます。 

款１９繰入金、項２基金繰入金、目２公

共施設整備基金繰入金につきましては７，

５００万円減額しております。 

目６減債基金繰入金につきましては、減

債基金を廃止することに伴い、１６億７６

８万１，０００円増額しております。 

款２０諸収入、項４雑入、目１滞納処分

費につきましては、２９万８，０００円減

額をしております。 

次に２２ページ、款２１市債、項１市債、

目１総務債、味生コミュニティセンター

（仮称）建設事業債及び目６教育債、学童

保育施設増設事業債につきましては、事業

費の減額に伴い、起債発行額を減額変更し

ております。 

続きまして歳出でございます。２６ペー

ジ、款２総務費、項１総務管理費、目２文

書広報費、目４財産管理費及び目９電子計

算費につきましては決算見込みにより減

額するものでございます。 

次に２８ページ、目１８財政調整基金費

につきましては、今回の補正財源を調整す

るため、歳入歳出の差額を積み立てるもの

でございます。 

項２徴税費、目２賦課徴収費につきまし

ては、決算見込みにより減額するものでご

ざいます。 

次に３０ページから３２ページ、項５統

計調査費、目１統計調査総務費及び目２基

幹統計調査費につきましては、決算見込み

により減額するものでございます。 

次に５６ページ、款１０公債費、項 1公

債費、目１元金及び目２利子につきまして

も、決算見込みにより減額するものでござ

います。 

以上、議案第９号、令和５年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）の補足説明と

させていただきます。 

○三好義治委員長 次に、丹羽総務部理事。 

○丹羽総務部理事 それでは、議案第１号、

令和６年度摂津市一般会計予算のうち、総

務部防災危機管理課に係る事項につきま

して、予算書の事項別明細書の目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

初めに歳入でございます。予算書３８ペ

ージ、款１５国庫支出金、項２国庫補助金、

目５消防費国庫補助金は、防災マップ及び

水害対応ガイドブックの作成並びに避難

所表示板の製作に係る社会資本整備総合

交付金でございます。 

次に歳出でございます。８２ページ、款

２総務費、項１総務管理費、目１０防犯対

策費は、防犯灯及び防犯カメラの設置や維

持管理など、防犯施策に係る経費でござい

ます。 

１７６ページから１７８ページ、款８消
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防費、項１消防費、目４災害対策費は、災

害応急対策業務に従事する職員の各種手

当、自主防災組織が防災に関する活動を行

うために必要な物品の支給、避難所等に配

備する備蓄用品の更新、防災行政無線の維

持管理、マンホールトイレの整備に係る負

担金など、防災施策に係る経費でございま

す。 

続きまして、議案第９号、令和５年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

総務部防災危機管理課に係る事項につき

ましては、補正予算書の目を追って、その

主な内容について補足説明をさせていた

だきます。 

本件は歳出に係る事項のみとなってお

り、２６ページ、款２総務費、項１総務管

理費、目１０防犯対策費は、防犯灯の設置

工事等について、決算見込みによる減額を

いたしております。 

４８ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費では、自宅療養者支援委託

料等について決算見込みによる減額をい

たしております。 

以上、議案第１号、令和６年度摂津市一

般会計予算及び議案第９号、令和５年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち

総務部防災危機管理課の所管分の補足説

明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 武井建設部長。 

○武井建設部長 議案第１号、令和６年度

摂津市一般会計の予算のうち、建設部が所

管しております事項につきまして、目を追

って、主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

まず歳入でございます。予算書の３０ペ

ージ、款１４使用料及び手数料、項１使用

料、目４農林水産業使用料は、法定外水路

占用料でございます。 

目５土木使用料のうち、道路占用料、公

園占用料、駐車場用地使用料でございます。 

３２ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち道路管理課の諸証明手数料でご

ざいます。 

目３農林水産業手数料のうち、水路敷地

境界明示手数料及び水路敷地謄本交付手

数料でございます。 

目４土木手数料のうち、道路敷地境界等

明示手数料や諸証明手数料、３４ページ、

開発許可等手数料などでございます。 

３８ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目４土木費国庫補助金のうち、

老朽化対策や耐震改修補助金などの社会

資本整備総合交付金などでございます。 

４６ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は耐震改修補助

金や都市再生地籍調査委託補助金、権限移

譲交付金などでございます。 

４８ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち河川環境整備工事委託金や建

築基準法施行事務取扱委託金などでござ

います。 

５０ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、道路

交通課の土地貸付収入でございます。 

５２ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目５緑化基金繰入金は緑化推進事業

への緑化基金繰入金でございます。 

５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、建築確認申請者負担金や

自転車自動車駐車場指定管理者納付金な

どでございます。 

次に、歳出でございます。１４６ページ、

款５農林水産業費、項１農業費、目４農業

水路費は、内水氾濫解析業務委託料や、１

４８ページ神安土地改良区負担金などで

ございます。 
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１５４ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費のうち、土木維持作

業業務委託料などでございます。 

目２交通対策費は、指定管理者への駐車

場管理委託料や公共施設巡回バス運行管

理業務委託料などでございます。 

１５６ページ、項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費は、千里丘駅前広場

やモノレール駅前広場の管理委託料など

でございます。 

１５８ページ、目２道路維持費は、道路

維持に係る修繕料や道路維持工事などで

ございます。 

目３交通安全対策費は、交通安全対策工

事や正雀南千里丘線外２路線、阪急正雀駅

前道路改良事業に係る土地購入費などで

ございます。 

１６０ページ、項３水路費、目１排水路

費のうち、ポンプ場施設等維持管理業務委

託料や水位計設置工事などでございます。 

１６２ページ、項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、住宅マスタープラン

改定委託料や、１６４ページ多世代同居・

近居支援補助事業金などでございます。 

目２街路事業費のうち、都市計画課の都

市景観事業に係る報償金などでございま

す。 

１６６ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。 

目４公園管理費は、公園管理委託料や３

号街区公園整備工事などでございます。 

１７６ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金などでございます。 

以上、建設部の所管いたします予算内容

の補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第９号、令和５年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

建設部が所管しております事項につきま

して、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

まず、歳入でございます。 

補正予算書の１６ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目５土木費国庫補

助金のうち、道路メンテナンス事業補助金

や狭隘道路拡幅整備助成金などに係る社

会資本整備総合交付金を、国からの内示に

合わせ補正するものでございます。 

１８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、耐震改修補

助金及び都市再生地籍調査委託補助金の

額確定に伴い、補正するものでございます。 

次に歳出でございます。 

４２ページ、款５農林水産業費、項 1農

業費、目４農業水路費は、用排水路改修負

担金の年度末見込額を補正するものでご

ざいます。 

４４ページ、款７土木費、項１土木管理

費、目２交通対策費は、土地借上料などの

年度末見込額を補正するものでございま

す。 

項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう

総務費は現況平面図等修正及び認定道路

網図作成委託料などの年度末見込額を補

正するものでございます。 

４６ページ、目２道路維持費は道路照明

灯点検業務委託料などの年度末見込額を

補正するものでございます。 

項３水路費、目１排水路費はテレメータ

ー設備保守業務委託料の年度末見込額を

補正するものでございます。 

項４都市計画費、目１都市計画総務費は

狭隘道路拡幅整備助成金などの年度末見

込額を補正するものでございます。 

目４公園管理費は、３号街区公園整備工
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事実施設計委託料などの年度末見込額を

補正するものでございます。 

以上、建設部の所管いたします補正予算

の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 次に、柳瀨会計管理者。 

○柳瀨会計管理者 それでは、引き続きま

して、議案第１号、令和６年度摂津市一般

会計予算のうち、会計室に係ります項目に

つきまして、予算書の目を追って補足説明

をさせていただきます。 

まず、歳入でございます。 

予算書５４ページ、款２０諸収入、項２

市預金利子、目１市預金利子は歳計現金等

に係ります預金利子でございます。 

続きまして同ページ、款２０諸収入、項

４雑入、目２雑入のうち会計室分につきま

しては、５９ページ下段に記載しておりま

す水道・下水道事業会計からの収入でござ

いますが、会計室にて支出いたします指定

金融機関派出窓口業務事務手数料及び口

座振替受付サービス手数料につきまして、

水道事業会計及び下水道事業会計の負担

分を収入するものでございます。 

次に、歳出でございます。６８ページ、

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費のうち、会計室に係るものといたしま

しては、普通旅費、消耗品費、印刷製本費

でございます。 

次に、７４ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目３会計管理費は、会計室の出

納事務に係る経費で、主なものは会計年度

任用職員１名の報酬、金融機関派出窓口業

務事務手数料や口座振替手数料などの費

用、また金融機関とのデータ伝送に係る回

線使用料などの経費でございます。 

以上、令和６年度摂津市一般会計予算の

補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第９号、令和５年度摂

津市一般会計補正予算のうち、会計室に係

る事項につきまして、補足説明をいたしま

す。 

補正予算書２６ページ、歳出でございま

す。 

款２総務費、項１総務管理費、目３会計

管理費の補正につきましては、決算見込み

による減額でございます。 

以上、令和５年度摂津市一般会計補正予

算の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

塚本委員。 

○塚本崇委員 ご説明ありがとうござい

ます。それでは、番号をつけながら質問さ

せていただきます。 

 まず、１番目、予算書２６０ページにな

ります。 

地方債の調書のところで、当該年度末の

現在高見込額が約２２５億８，６００万円

となる見込みとなっております。 

臨時財政対策債においては年々残高が

減っているものの、市債自体は少しずつ増

えている状況が続いていると思っていま

す。 

来年度の予算においては市税が０．９％

減で、今後もそういう傾向が続いていく中、

市債の発行額残高が増えていくことが、今

後の不安要素になっていくのではないか

と懸念をしております。 

まずは今後の見通しとその起債の方向

性について、奥村副市長から答弁をお願い

します。 

次に、２番目、これも予算全体について

です。昨年度と比較して、政策経費が約１

億６，０００万円減り、経常経費が増えて

いる状況です。経常経費は今後も増えてい

くところで、これも懸念材料でございます。 
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先日の部長会でも、山口総務部長からそ

のような懸念事項があることを、議事録で

拝見させていただいた次第です。 

この点について、今後我々が立ち向かっ

ていくにはどうしたらいいかについてお

考えがあれば、よろしくお願いいたします。 

次に、３番目です。 

ここから予算概要に入ります。予算概要

１０ページ、会計年度任用職員の任用に係

る経費が増えていっておりますが、国から

の交付金措置など、予定があったらお教え

ください。 

続きまして、１４ページになります。水

道事業会計繰出金、下水道事業会計繰出金、

合計で約１４億６,０００万円の繰り出し

があります。これが例年続いているわけで

すけども、これについて、今後のインフラ

システムを維持する上で、この繰出金が今

後ずっと続いていくのかどうか。見通しに

ついて、分かればお教えください。 

続きまして、５番目になります。 

総務課です。１４ページ、行政不服審査

事務事業です。 

まずは市民の権利利益に対して一体何

を指しているのか、根本的なところになり

ますが、お教えください。 

続きまして１６ページ、郵送事業です。

確認になりますが、今年、郵送料金の値上

げが予定されていると思います。それを見

込んだ予算として取られているのかどう

か、これは確認です。 

同じく１６ページ、庁内印刷事業です。

ペーパーレス化への取組について教えて

ください。 

続いて、８番目、１８ページ、第３０集

会所についてです。解体に至った経緯につ

いて、まずお教えください。 

続いて２０ページ、市有財産管理事業の

中で、片田ハウス解体工事の測量が入って

いますが、その経緯等をお教えください。 

 続きまして、１０番、防災危機管理課に

なります。犯罪被害者等支援事業のところ

ですけども、これは要望のみにさせていた

だきます。 

犯罪被害者等支援ということで、鳥飼銘

木町に事業所を構えておられる方がアド

ボカシーセンターに全額寄附する形で、や

っておられます。スープカレーを売って、

その全額をアドボカシーセンターに寄附

することをやっておられます。こういった

取組について、警察も高く評価しておりま

して、警察もすごく乗り気で、この取組を

応援されていると新聞でも紹介されてい

ます。 

こういった取組を市としてもぜひ取り

上げていただいて広めていただきたいと、

これは要望にとどめておきます。 

続いて１０６ページ、災害備蓄品です。

先日、三宅地区の自主防災訓練に参加して

備蓄品を確認したところ、食料や水に比較

して、生理用品が７２個しかなかったこと

を確認しています。 

まずそこについて、７２個の根拠があれ

ばお教えください。 

続いて、１２番目、税に入ります。２０

０ページになりますが、市たばこ税の推移

の部分です。 

市たばこ税については、年々増加傾向に

あると認識しています。 

これは増税されているわけでもないの

ですが、増加傾向にあります。 

令和４年度の決算においても、かなり乖

離が発生していると認識しています。その

増額の見解についてお聞かせください。 

１３番目、これも税の部分です。滞納繰

越分、差分のうちどのぐらいを不納として
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見込んでいるのかについて、まずお教えく

ださい。 

続いて１４番目、２４ページ、ＤＸ推進

事業です。業務調査等委託料、国の標準シ

ステムに対応するところで、報道によると

３割の自治体が間に合わないという回答

をしていると聞いています。 

本市においては、この標準システムの接

続対応に間に合うのか。スケジュール感に

ついてお教えください。 

１５番目、システム使用料のところです。

チャットボット機能の初期実装の項目に

ついてお教えください。 

１６番目でございます。水みどり課にな

ります。 

緑化推進事業です。財源が５６５万１，

０００円となっております。この財源につ

いてお教えください。 

続いて９８ページ、３号街区公園整備工

事のところで、令和６年度のスケジュール

についてお教えください。 

戻りまして９２ページ、排水路ポンプ場

管理事業で、テレメーターシステムですけ

ども、何か所を想定されているかをお教え

ください。 

１９番目、水位計設置工事ですが、場所

についてお教えください。 

２０番目、水路しゅんせつです。水路し

ゅんせつについては、ボリュームをどのぐ

らい見込んでいて、どういう概算になって

いるのか、分かればお教えください。 

続いて、戻りまして、８０ページです。

内水氾濫解析業務委託料２，３８０万円を

予定されておりますけども、まずはこの取

組についてお教えください。 

続いて２２番目、道路管理課になります。

８８ページ、都市再生地籍調査事業の部分

です。 

以前も地籍調査の部分を聞かせていた

だいているのですが、全体的な進捗と取組

についてお教えください。 

９０ページに行きまして、橋梁長寿命化

修繕事業のところでお尋ねします。 

低濃度ＰＣＢ廃棄物等収集運搬及び処

分業務委託料の内容についてお教えくだ

さい。 

それから少し細かいところになります

が、同じく橋梁長寿命化修繕事業で、大阪

府データベースシステム使用料が、昨年に

比べて１０万円増えています。その１０万

円増の理由についてお教えください。 

続いて２５番目、道路交通課になります。

８８ページ、放置自転車等対策事業の中で、

放置自転車等管理システム構築委託料に

ついて、一体何を指しているのかお教えく

ださい。 

そして同じく８８ページで、公共交通確

保維持事業の中で、地域公共交通協議会補

助金があります。先日、第１回の立ち上げ

時に、オブザーバー参加させていただいて

いますけども、１回当たりの開催費用が１

９万８，０００円と聞いております。 

令和６年度内の開催が５回と認識して

いるわけですけども、委員報酬以外の部分

について、お教えください。 

それから８６ページになります。 

交通安全啓発事業です。昨年４月からヘ

ルメットの着用が自転車においても努力

義務化されているわけですけども、依然と

してヘルメットを着用していない方が結

構見受けられます。 

大阪府は自転車での重大事故及び交通

事故死がワーストワンということで、自転

車での重大事故の９割の方がヘルメット

未着用であるという統計も出ています。 

そういった中で、ヘルメット着用の啓発
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について、どのように取り組まれるのかお

教えください。 

続きまして２８番目、都市計画課です。

３Ｄ都市モデル活用事業で、ここでもテレ

メーターシステム使用料が出てきていま

すけど、まずは何か所かについてお尋ねし

ます。 

それから、デジタルツインプラットフォ

ームについて、今後のビジョンがあればお

教えください。 

最後、建築課になります９４ページ、特

定空家対策事務事業です。正雀における特

定空家は解消したと認識しています。今後

また空き家等が増えてくる可能性もある

わけですが、現在の見通しについて、お教

えください。 

９４ページ、ブロック塀のところです。

これについては、引き続き危険な箇所につ

いての啓発等丁寧なお願いを要望として

おきます。 

９４ページ、狭隘道路整備事業です。令

和４年度はＫＰＩの進捗が芳しくなかっ

たわけですけども、令和６年度の取組につ

いてお教えください。 

以上、要望２個と質問３０項目になりま

す。 

○三好義治委員長 それでは、奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、市債の部分につ

いて、特に臨時財政対策債についての御質

問があったと思っております。 

その答弁の前に、地方財政計画と、それ

から地方交付税について説明をさせてい

ただきます。 

国の予算編成時期になりますと、翌年度

の地方団体の歳入及び歳出の総額の見込

みに関するいわゆる地方財政計画が発表

されます。 

この地方財政計画は、実際の収支見込額

ではなくて、国の定める標準的な水準にお

ける地方団体の歳入歳出規模について、全

体の見込額を示したものでございます。 

この地方財政計画では、歳出額全てを地

方団体の税収で賄うことはできません。 

その歳入歳出のギャップがあり、その財

源補填策は地方財政対策と言われるもの

でございます。 

地方公共団体には財政力の格差があり

ます。非常に経済力のある団体、あるいは

そうでない団体、そういう格差があり、公

共サービスの差異は生じてまいります。 

また個別の地方団体が、その固有財源だ

けでは、その公共サービスを賄うことはで

きません。 

そこで財政力の格差を是正する方法と

して、いわゆる地方交付税制度がその中心

的な役割を果たしてまいります。 

地方財政計画の歳入と歳出は一致して

おります。大ざっぱに言いますと、なかな

かイメージしにくいかも分かりませんが、

歳入には地方債、それから国庫支出金等の

特定財源があります。 

地方税とその歳出の差額分に臨時財政

対策債やあるいは地方交付税があります。 

交付税団体ベース、いわゆる歳出の分か

ら、特定の地方債とか国庫支出金を除いた

特定財源を除いたものがいわゆる交付団

体の標準的な経費となります。 

歳入におきましては、地方税の７５％が

交付税では基準財政収入額になります。 

先ほど言いました交付団体ベースの標

準的な経費から、地方税の２５％の留保財

源を除いた分が基準財政需要額になって

まいります。 

このように技術的な理由から、地方財政

計画の歳入サイドから決定されることに

なって、いわゆるミクロの積み上げではあ
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りません。これをまず理解していただきた

いと思っています。 

地方交付税の原資としては、国税収入、

所得税、法人税収で、消費税の一定割合、

それから地方法人税の税収額が充てられ

ることになります。 

しかしながら、交付税総額が、その財源

不足額に満たないですので、そこの不足分

を臨時財政対策債で発行することになり

ます。 

この分は国が半分、それから地方団体が

半分負担することになります。その半分の

負担分を、翌年度の地方交付税に元利償還

金として１００％算入されることになり

ます。 

それでその年度は終了しますが、ただ問

題なのは、地方交付税のミクロの算定が積

み上げで決まっているのであれば、その増

えた分は交付税を押し上げることになる

のですが、もしも地方財政計画で、全体の

財政規模が変わらなければ、その臨時財政

対策債の増えた分は他の経費を圧迫する

ことになって、他の経費が減額される結果

になってまいります。 

そういうことで、臨時財政対策債が平成

１３年度だったと思うのですが、そこから

年々増えてまいりました。 

先ほどご指摘がありましたように、当初

予算書２６０ページに、令和５年度末の現

在高で、臨時財政対策債は全体の３０．

６％を占めております。 

そういう部分では、経常経費に充てられ

る臨時財政対策債ですが、建設事業費と違

って、これはいかがなものかと思っており

ます。 

この原因は、我々地方団体が散漫な財政

運営をしたからでもなく、財政規律が緩ん

だからでもありません。いわゆる地方交付

税の原資に対して地方交付税の必要額が

慢性的に上回っている。こういう結果であ

ろうと思っています。 

しかしながら、この地方交付税やその総

額確保のための地方財政計画については、

我々地方団体に決定権がございません。 

そういう分では、地方財政はあくまで中

央政府のマクロ統制の中に強く影響を受

けていると言えると思います。 

それから、過去には非常に財政逼迫し、

苦慮した時期がございました。 

本市の過去を振り返ってみますと、臨時

財政対策債を含めた経常収支比率が最も

高かったのは平成１７年度決算で、そのと

きは１００％を超え１１０％でした。 

令和４年度決算では９３．６％になって

おります。 

その差は１６．４％となっており、その

内訳を見比べてみますと、公債費では、平

成１７年度は２９．９％、それから令和４

年度では８．８％となっておりまして、ほ

ぼ公債費の差と言えると思います。 

公債費元利償還金が最も多額であった

のが平成１７年度決算でございました。当

時の元利償還金が６４億２，７００万円。

その後、緊縮財政で事業費の抑制とか削減

で市債発行を控えた結果もあって、市債現

在高は大幅に減少しております。 

令和４年度の元利償還金では１９億７，

５００万円と、平成１７年度決算に比べま

すと３分の１程度に落ちております。 

このように市債発行の抑制によって、市

債現在高とか元利償還金は大幅に減少し

てまいりますが、反面、事業費の増加に伴

う市債発行額が容易に元金償還金を超え

てまいります。 

令和３年度決算から現在高が増加して

おります。その傾向は当面続くのではない
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かと思っております。 

それとここ二、三年の傾向を見ますと、

普通建設事業費は増加傾向となっており

ます。その内訳では単独事業費は抑えられ

ているものの多額な補助事業費が総額を

押し上げてまいります。 

当面は手がけた補助事業については完

遂していかなければならないと考えてお

ります。 

このように公債費は他の事業費を圧迫

して容易に経費削減はできない。このこと

から、公債費の動向については注視をして

いかないといけないと思っております。 

それから、当初予算書２６０ページに現

在高の見込額が上がっております。 

令和５年度の現在高見込みは約２１３

億４，０００万円。これに対して２０８ペ

ージでは、利子償還金が掲載されておりま

す。利子償還金が１億３，１８７万９，０

００円で、現在高に対して０．６％の利率

となっております。 

これは現在、マイナス金利政策が行われ

た結果で、非常に金利の安い状況になって

おります。 

こう考えますと、市債を発行することは、

現金を手にすることになりますので、ひい

ては基金の温存につながっていくと思っ

ています。 

基金の温存と市債発行の両にらみをし

ながら、今後は財政運営をしていかなけれ

ばならないと考えております。 

以上です。 

○三好義治委員長 山口部長。 

○山口総務部長 それでは、御質問にお答

えします。 

 予算全体としての政策経費と経常経費

があって、経常経費が非常に大きくなって

くる。今後その対応に立ち向かっていくた

めにはどうするのかとのお問いだったと

は思います。 

 去年のこの場で、塚本委員から質問を受

けたことを思い出します。たしか選択と集

中に対して、分散と修繕という考え方がど

うかと。それに対して、基本は選択と集中

ということを置きながらも、その状況の変

化であったりとか、実際に実施した結果、

振り返ってどうやったかということも踏

まえて、もちろん、新しい技術も踏まえて、

そういうことをアップデートする。そこを

必要のあるものについては修正しながら

しっかりと施策を立て直して、その手段で

ある事業について、何がその施策の目的を

達成するのに有効なのかを考え直す、この

ことが大変大事であると申し上げたと思

います。 

 ということで、基本的には選択と集中と

いうラインで、そこはアップデートしなが

ら進んでいきたいと、このようなことを申

しました。恐らく、そのときに、問題と課

題と申し上げたと思います。課題は問題で

はありませんので、何か現状を分析して、

何か上手くいかない状況ができたときに、

それは何なのかを我々は検証しなければ

ならないわけです。それを検証したときに、

何か足らんのか、何か余分なものがおるの

か、そういうことを見たときに、要らんも

のがあるなら除かなあきませんし、必要で

あるものがないのであったら足さなあき

ません。そこが問題であると。問題がそう

いうことやったら、実際に目的を達成する

ためには、その問題を何とか解消するため

にやるべきことが課題ですと。ですから課

題を解決するということは、私の頭の中に

はありません。問題は解決しますけれども、

課題はなすべきことですから、そのために

何が有効なのかを考えたときに、手段が決
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まってくる、こういうことかと思っており

ます。 

 前置きが長くなりましたけども、今回、

経常経費が三百数十億円、政策経費が九十

億円弱という構成になっております。もち

ろん、経常経費は、人件費、扶助費、公債

費、これはなかなか削れません。我々、予

算編成をやっている中で、削ることを目的

にしておりません。どこに配分するべきか、

何を優先するべきかを念頭に置いてやっ

ております。 

 その編成の中で大事なのは、予算そのも

のにはそれほど意味がないと思っていま

す。予算は、いわゆる目的を達成するため

の大きな武器、大きな道具ではありますけ

れども、あくまでも手段です。ですから、

こう言うと語弊がありますけれど、予算そ

のものに対して、私は、それほどの思いは

持っておりません。ただ、そこを作る過程

が大変大事です。それがどうでしたか、何

がどうでしたかということをしっかりと

分析をして、検証して、そして考える。何

をどうしたいのかをしっかりと予算に反

映するために、我々はこうしたい、このた

めにこうしたいということをしっかり伝

える。例えば、見積りをもらうときに、業

者に見積りくださいと言うて、真っ当な見

積りは出てきません。我々は、これをした

いから、こういうことが要求水準です。こ

れを要求しているので、だからそれをする

ためのお金をはじいてくださいと。しっか

りと目的を言わないと真っ当な見積りは

出てきません。そんな真っ当な見積りが出

てこない中で予算を作っても真っ当な予

算はできません。 

 ですから、私は、その過程のところを、

自分たちは何がしたいのか、そのためには

何が必要なのか、何を求めているのかをし

っかりと考えて、そこに時間を割いてやる

べきではないか思います。そうしますと、

たとえ経常経費の三百数十億円の中にも

いっぱい考えるところがあると思います。

政策経費であれば、まさしくこれから打っ

て出る策でありますから、最初からやっぱ

りプランを立てて、そのプランがどうやっ

たらできるかの手段としての事業と考え

直せば、私は、これから摂津市は、もっと

もっと発展できるのではないかと思って

おります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

係るご質問にお答えいたします。 

 質問番号３番、予算概要１０ページにあ

ります会計年度任用職員任用事業の勤勉

手当につきまして、令和６年度から予算計

上されている部分で地方自治体の財政負

担が増えるところにおいて、国の交付金等

はどうなっているかという質問でござい

ました。 

 先ほど副市長からも地方交付税のお話

がございました。この会計年度任用職員に

係る給与改定及び勤勉手当支給に要する

経費につきまして、令和６年１月に総務省

の自治財政局より、都道府県の財政担当課

宛の事務連絡の文書がございました。この

令和６年度の地方財政の見通し、予算編成

上の留意事項というところで、普通交付税

の令和６年度の基準財政需要額において、

従事する会計年度任用職員の職務を具体

的に想定している部分に要する経費につ

いては、基準財政需要額の各算定費目にお

いて算定をして、その他の会計年度任用職

員に要する経費については、包括算定経費

というのがあります。そちらにおいて算定

をすることが示されておりました。直接的
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な財源手当とはなりませんけれども、一定、

普通交付税の算定の中で必要経費として、

基準財政需要額で算入を考えているとの

ことですので、地方負担分については手当

がされるものと考えております。 

 続きまして、質問番号４番、予算概要の

１４ページ、水道事業会計繰出金と下水道

事業会計繰出金についての質問でござい

ました。 

 内容と今後の見通しについてでござい

ます。まず、水道事業会計の繰出金につい

てでございますが、内容的には、ゼロ歳か

ら中学校卒業までの児童手当分を水道事

業会計へ繰出金として予算計上させてい

ただいております。 

 上下水道部との調整もさせていただい

て、今回２４６万円の予算計上をさせてい

ただいております。 

 内容が児童手当分の繰出金ですので、金

額は変動するとは思いますけれども、今後

なくなるのではなく、見通しでは、繰り出

しを続けることで考えております。 

 次に、下水道事業会計の繰出金１４億５，

８０５万１，０００円でございます。こち

らにつきましては、雨水処理の負担金分と

して繰り出しをしております。雨水処理に

つきましては、公営企業会計ではなくて、

一般行政として負担をしないといけない

内容のもの、いわゆる基準内と呼んでいる

繰出金のところでございます。 

 こちらにつきまして、今年度はこの金額

でございますが、下水道事業会計で経営戦

略等において、今後の計画を立てておりま

す。その中で、一般会計からの繰り出しに

つきましては、令和１０年度ぐらいまでは、

年間約１億円ずつ減っていく形で考えら

れており、令和１０年度に１０億円の繰出

金の想定がされております。その後につき

ましては、特段そこから上下するかについ

ては、今後また見直しをするとは聞いてお

りますけれども、先ほど申し上げた行政が

負担しないといけない繰出金は存在しま

すので、大体、その後も同じ１０億円ぐら

いで推移していくと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 総務課に関わる部分で、

質問番号５番でございます。行政不服審査

で、何を指しているのか、制度のお問いだ

ったと思います。 

 行政不服審査制度は、公権力の行使、処

分について、市民が不服を申し立てる制度

でございます。市民の権利利益の救済を図

るための行政不服審査でして、審査会がご

ざいます。そちらで処分の違法性や不当性

を審査するものでございまして、予算の内

容といたしましては、弁護士などの報酬を

計上しているものでございます。 

 続きまして、質問番号６番、郵送事業で

ございます。 

 郵送の値上げの予算措置についてでご

ざいます。通信運搬費につきましては、令

和６年度に郵便料金の値上げがされるこ

とになっております。具体的には、例えば

封書で２５グラム以下、これは一番よく使

う分ですけれども、こちらが現行８４円か

ら、報道などによりますと、秋頃から１１

０円になることになってございます。令和

６年度の予算としては、１０月から半年間

の積算を１１０円で計算しており、その結

果、５５０万円程度の増加となっておりま

す。 

 続きまして、質問番号７番でございます。 

 庁内印刷事業のペーパーレス化の取組

でございます。総務課といたしましては、

令和６年度も、令和５年度に引き続きまし
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て、ペーパーレス化に取り組んでまいりた

いと考えております。新たな取組として、

令和５年度になりますけれども、１１月に

ペーパーレス化の推進について全課に通

知しております。 

 内容につきましては、庁内の職員向けの

説明会とか、職員の会議資料を総務課で印

刷をしておる状況でしたが、庁内印刷をし

ないようにということで、会議にはパソコ

ンを持ち込むなどして、ペーパーレス化に

取り組んでいただきたいとお願いもして

おります。 

 ただ、これらの取組につきましては、一

定の限界があるのではないかと考えてお

りまして、総務課としましても、業務その

もののデジタル化が必要だと感じており

ます。現在は、起案・決裁を紙にはんこを

押すことでしておりますけれども、これを

電子での決裁にできないか、令和６年度も

検討を進め、電子での起案・決裁システム

の導入が検討できないか考えていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

８、第３０集会所の解体の経緯についてで

ございます。 

 この第３０集会所につきましては、その

用地が借地となっております。地元自治会

が地権者の方と土地の賃貸借契約を結ん

でおられる状況でございます。地元自治会

から、その土地の提供があったことから、

市で集会所を建設したというものでござ

います。 

 このたび、その地権者の方と地元自治会

との間の契約が解消される見込みとなり

ましたことから、土地を返却する必要がご

ざいます。本市としても、令和６年度に、

この集会所解体の実施設計を行いまして、

解体工事まで完了する予定でございます。 

 続きまして質問番号９、片田ハウスの解

体、それから測量委託の経緯についてでご

ざいます。 

 片田ハウスにつきましては、市民の方か

ら土地、それから建物の寄附を受けまして、

市の財産としたものでございます。現在は、

地元自治会で週１回程度、囲碁、将棋で活

用されていると聞いております。この建物

はかなり老朽化しておりまして、２階に至

っては、かなり雨漏りもしていて、ひどい

状態でございます。自治会とも相談させて

いただいた中で、解体していく方向で考え

ておりまして、令和６年度は解体の実施設

計を行いまして、令和７年度に解体の工事

を行っていきたいと考えております。 

 測量の委託につきましては、こちら土地

の一部が境界確定していないところがご

ざいまして、測量委託の中で境界確定をし

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 質問番号１１番、備蓄

品についてのご質問にお答えさせていた

だきます。 

 備蓄品につきましては、摂津市の地域防

災計画に規定してございます。被災者支援

のために特に必要とする食料につきまし

て、１１品目は重要物資として位置づけを

しております。その中に、先ほどお問いが

ありました生理用品も入っており、１１品

目につきましては、計画の中で算出式も出

しております。 

 算出につきましては、本市では、被害想

定が一番大きい上町断層帯地震Ａを想定

して算出させていただいております。 

 生理用品の個数の算出については、避難
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所の避難者数、あと１２歳から５１歳まで

の女性人口の比率、あと月経周期等を勘案

して、備蓄品の数を出しているところでご

ざいます。 

 旧三宅小学校につきましては、収容人員

が３６０名、これはコロナ以前でございま

す。コロナ後につきましては、１１８名と

なっておりまして、それに基づきまして計

算させていただきますと、コロナ前の３６

０名、収容人員で考えますと、７０となり

ますが、コロナ以降、収容人員が減った１

１８名で計算すると、約２３になりまして、

それに基づいて、１１品目の個数は、各避

難所で確保できるように努めているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 それでは、質問番号１

２番、市たばこ税の令和６年度当初予算額

の増額理由についての質問であったかと

思います。 

 もともと令和５年度当初予算の市たば

こ税につきましては、令和４年度の決算見

込みから消費本数が０．４％程度減少する

であろうという見込みの基に、７億３，７

００万円を計上しました。現在、１月末時

点でのたばこ税の収納状況、もしくは販売

本数の状況としまして、消費本数の減少が

想定以下であり、令和４年度並みの本数が

見込まれる状況となっております。健康志

向は引き続き継続することを想定しつつ、

嗜好品の観点から、一定の安定需要がある

ものと考え、令和６年度当初予算の額を前

年度より増額とさせていただいたもので

ございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、質問番号１３

番、納税課に関する質問にお答えをさせて

いただきます。 

 令和６年度の滞納繰越分の当初予算額

を算定するに当たり、どの程度不納欠損額

を見込んで計上したのかという質問であ

ったかと思います。 

 まず、不納欠損の内訳につきましては、

徴収権の消滅時効や、生活困窮や居住不明

などによる執行停止によるものがござい

ます。ここ数年、全体的に徴収率は上昇傾

向にございます。また、執行停止に係る額

については減少傾向でございます。 

 令和５年度現在の徴収率、令和６年２月

末の市税全体の徴収率が９４．５％と、前

年同月並みの徴収率で推移していること

から、令和５年度の不納欠損額につきまし

ては、令和４年度と同程度、または若干減

少するのではないかということで推計を

いたしまして、この当初予算額、徴収率等

を勘案しまして、１億１，０４０万円を計

上させていただいております。 

 なお、今後、倒産や相続人不存在によっ

て即時消滅した場合については、一時的に

不納欠損が増えることもありますので、そ

の点についてはご了承いただきたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

１４番、システム標準化の状況についての

質問にお答えをいたします。 

 システム標準化につきましては、自治体

の基幹業務２０業務を令和７年度末まで

に国が作成をいたしました標準仕様書に

準拠したシステムに移行する取組でござ

います。 

 先ほど委員からご指摘のありました移

行が間に合わない自治体があるという報
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道の件に関連いたしまして、先般、デジタ

ル庁から、標準システムの移行の難易度が

極めて高いと考えられるシステム、これは

デジタル庁では移行困難システムと呼ん

でおりますが、その状況について、全団体

の調査結果が公表されております。それに

よりますと、全１，７８８団体、システム

で言いますと、３万４，５９２システムの

うち、１７１団体、７０２システムが移行

困難システムに該当する見込みであると

されております。 

 また、移行困難の理由といたしましては、

現行システムが、ホストコンピューターで

構成をされておりまして、移行完了までに

相対的な時間を要すること、または、現行

システムを構築、運用する事業者が標準シ

ステムの開発から撤退をされまして、代替

事業者が見つからないためとされており

ます。 

 本市におきましては、こうした移行困難

システムには該当いたしません。現在の状

況といたしましては、国が作成をいたしま

した標準仕様書と現行システムとの差異

の分析作業や、標準システムを構築する環

境の検討を行っているところでございま

す。 

 今後につきましても、関係課で連携をし

ながら、また、現行システムのベンダーと

密に連携を図りながら、令和７年度末まで

の移行に向けて準備を進めてまいりたい

と考えております。 

 続きまして、質問番号１５番、チャット

ボットの初期項目についての質問にお答

えをいたします。 

 チャットボットにつきましては、２４時

間いつでも対応が可能で、市民の皆様にと

りましては、思い立ったときに気軽にご利

用いただけるものです。市民サービスの向

上に資する側面と、あと職員にとりまして

も、電話での問合せの件数が減るといった

効果が期待できるものでございます。 

 今回、導入する機能につきましては、現

在、関係部署と連携しながら検討を進めて

いる段階でございます。その中でも、まず

は市民ニーズの高い情報から優先的に提

供できるように、導入に向けて取組を進め

ていきたいと考えております。 

 また、例えば検索をされた履歴などを分

析しますことで、市民ニーズであったり、

不足している情報などをつかむことも可

能であると考えられますので、そうしたシ

ステムの仕様などについても併せて確認

を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

化に関します質問にお答えいたします。 

 質問番号１６番の緑化推進事業の財源

についてです。予算概要９６ページの緑化

推進事業の財源内訳にありますその他の

財源は、予算書５２ページにあります款１

９繰入金、項２基金繰入金、目５緑化基金

繰入金にあります緑化基金繰入金５６５

万円と、その一つ前のページになります５

０ページ、款１７財産収入、項１財産運用

収入、目２利子及び配当金にあります緑化

基金利子１，０００円との合計額で、５６

５万１，０００円となっております。 

 続きまして、質問番号１７番、３号街区

公園整備工事の令和６年度の事業内容に

ついて、お答えいたします。 

 ３号街区公園は、ＵＲ都市機構による吹

田操車場跡地土地区画整理事業として、平

成２８年３月に明和池公園とともに供用

開始された公園であります。 

 令和６年度の事業といたしましては、Ｕ
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Ｒ都市機構からの負担金約１．８億円を原

資としまして、公園内に大型屋根の設置や

明和池公園への遊具の移設等を行います。 

 質問番号１８番、テレメーターシステム

の設置箇所数等について、質問にお答えい

たします。 

 このテレメーターシステムは、水路と流

域雨水幹線に設置された取水口ゲートや

農業用排水ゲートの一部において、遠隔操

作にて開閉操作を行うためのシステムで

ございます。 

 このシステムにつきましては、全３０か

所の設置を予定しております。現在、取水

口等のゲートに設置されている制御機器、

味生排水機場ゲートなど２９か所が設置

済みであり、令和６年度におきまして、最

後の１か所である摂津ポンプ場取水口ゲ

ートに設置の予定でございます。 

 質問番号１９番、水位計の設置場所につ

いてでございます。 

 令和６年度における水位計設置場所で

ありますが、この水位計の設置は令和２年

度より事業化し、令和６年度末までに水路

の水位の遠隔監視が必要な浸水防除施設

２３か所に対し、新たにセンサー式水位計

及び監視装置の設置を行うものです。令和

５年度末までには、既に１９か所が設置済

みであり、残り４か所を令和６年度に設置

してまいります。 

 令和６年度の設置場所としましては、北

横井路取水口、中環西側水路、番頭面ポン

プ場、摂津ポンプ場取水口を予定しており

ます。 

 ２０番目、水路しゅんせつ事業で、令和

６年度における水路のしゅんせつ量につ

いてお答えいたします。 

 本事業は、市内水路はもとより、管路や

ますの内部における土砂及びごみなどの

堆積を原因とする流下能力の低下、これら

に伴う悪臭や害虫の発生による住環境へ

の影響などをいち早く軽減かつ解消させ

るため、バキューム車による土砂の吸引や、

高圧洗浄車による内部洗浄により発生し

た堆積物を処分するものであります。 

 令和５年度の作業箇所としましては８

か所、水路延長にしまして、約８１１．５

メートルでございました。令和５年度の作

業量を基に、令和６年度におきましても、

同程度のしゅんせつ量を見込んでおりま

す。 

 最後、２１番目の内水氾濫解析業務委託

料の内容について、答弁いたします。 

 安威川以南の公共下水道雨水整備につ

いては、未整備地区が多く、水路施設を活

用して雨水排除を現在行っております。し

かしながら、水路施設を用いた氾濫解析を

行っていなかったため、浸水リスクを評価

する必要がございます。 

 本委託は、令和４年度から令和６年度ま

での３か年の事業としており、その内容と

しましては、番田流域の下流に位置する摂

津市において、番田流域の水路施設や下水

道施設を含めた施設情報、観測情報などを

用いて、内水氾濫解析及び浸水想定シミュ

レーションを行い、水路施設の排水能力評

価や、浸水被害が発生する恐れがある地域

を抽出するためのものでございます。 

 初年度であります令和４年度は、本市だ

けではなく、水路を管理しております神安

土地改良区、大阪府、上流市であります高

槻市や茨木市、吹田市などで構成する番田

流域治水対策連絡会を開催し、令和５年度

は、各会員から提供された資料及び水路台

帳データを活用しながら、内水氾濫解析か

ら浸水想定シミュレーションを作成し、そ

の内容について、会員各位より意見聴取を
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行っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、道路管理課

に関する三つの質問につきまして、お答え

させていただきます。 

 まず、２２番目の都市再生地籍調査事業

の取組と現在の進捗率のお問いでござい

ます。一般的に地籍調査事業は、１筆ごと

の土地につきまして、その所有者、地番及

び地目の調査を行うとともに、その境界及

び地籍を測量し、地籍図及び地籍簿を作成

するものでございます。都市部では土地が

細分化されており権利関係も複雑な場合

が多いことから、地籍調査の実施におきま

しては、境界の確認などに多くの時間を要

することが課題となっております。 

 今年に入り、石川県能登半島地震でも大

規模な地震が発生し、多くの被害が出てお

りますが、地震や水害など大規模な災害が

発生した際には、道路などライフラインの

早期復旧が特に重要であり、世界測地系の

座標で管理できるなど、土地の権利関係を

明確にした現地復元性のある地図を備え

ておくことが必要であります。このことか

ら、まずは街区ごとに道路など公有地と市

有地の境界、いわゆる街区の官民境界と、

その線上にあります民民の筆界点を先行

して明確化するため、本事業を実施するも

のでございます。 

 また、本事業により道路との境界が明確

となりますことから、災害からの復旧・復

興だけでなく、土地取引の円滑化や民間開

発といった土地の利活用も促進され、まち

づくりなどに寄与することも見込まれる

ものでございます。 

 具体的な取組につきましては、まず、本

事業について知っていただけるように、住

民の方を対象に説明会を実施しておりま

す。そこで一定ご理解いただいた後に、１

筆ごとの土地について、土地の所有者の方

と立会いを行いまして、街区境界線と、そ

の線上の筆界点の確認をさせていただき

ます。 

 次に、街区境界の測量を実施いたしまし

て、その結果を基に、調査図であったり簿

冊を作成いたしまして、その対象となる地

権者の方に、その成果を確認いただくため

に、２０日間の閲覧を実施しております。

この閲覧の中で誤り等があれば、このとき

に修正して確認させていただき、特に問題

がなければ、国や大阪府、登記所へ手続を

行っていく流れになっております。 

 本事業におけます現在の進捗率につい

てです。これまで本市では、平成１８年頃

より地籍調査に関する事業を進めており

まして、本事業の令和４年度末時点での進

捗率は、おおむねの数字になりますが、大

体７％から８％程度でございます。今、大

阪府域の進捗率が１０％ということであ

りますので、これと比較いたしましても、

おおむね平均的なものとなっております。 

 続きまして、低濃度ＰＣＢ廃棄物等処理

運搬及び処分業務委託料についての令和

６年度の取組内容について、ご説明させて

いただきます。 

 ポリ塩化ビフェニル化合物（ＰＣＢ）は、

主に油状の化学物質で、絶縁性や不燃性な

どの特性により、コンデンサなどの電気機

器をはじめ様々な用途に使用されており

ましたが、伸縮性や、たわみ性などの性状

を一定与えるために、一部塩化ゴム系塗料

の可塑剤としても添加されていたことが

あり、この塗料は、道路橋の鋼製桁の塗料

としても使用されていたことがございま

す。このＰＣＢは健康に影響があるという
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ことで、昭和４０年代以降、製造や使用が

禁止となっておりますが、これ以前に、塗

装工事が行われてから現在に至るまでの

間に塗り替え工事などが行われていない

ものにつきましては、現在も塗膜にＰＣＢ

が含有している可能性がございます。 

 ＰＣＢの含有する塗膜につきましては、

低濃度ＰＣＢ廃棄物に該当するものが多

く、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別措置法、いわゆるＰ

ＣＢ特措法では、その処分期限が令和９年

３月末までと定められております。このこ

とから、平成３０年頃以降、市内の橋梁を

対象に、鋼製かコンクリート製かといった

橋の材料や橋梁の架設年代を基にスクリ

ーニングを行い、詳細調査の要否をふるい

分け、詳細調査が必要な橋梁については、

塗膜を直接採取することによる分析調査

を実施し、その結果、現在８橋の橋梁で確

認されております。 

 これを受けまして、令和３年度に塗装の

塗り替え工事を実施しており、この際に除

去し、保管している１橋分の低濃度ＰＣＢ

含有塗膜くずと、令和５年度現在実施して

おります塗装の塗り替え工事で発生する

４橋分の塗膜くず合わせて５橋分の処分

を令和６年度に実施するものでございま

す。 

 引き続きまして、質問番号２４番、大阪

府データベースシステムの令和５年度予

算から１０万円増額になっている理由に

ついてでございます。 

 大阪府データベースシステムとは、道路

や橋梁といった都市基盤施設を効率的か

つ効果的に維持管理するため、参画する各

市町村が持つ橋梁点検などの点検結果で

あったり、日常パトロールなどの施設の点

検、診断結果や補修履歴といったデータを

継続的に蓄積し、一元的に管理しながら、

施設の劣化予測や補修対策の検討に活用

するものでございます。 

 当課におきましても、本システムの事業

に令和元年度より参画し、日常パトロール

の点検結果や橋梁点検の結果、道路照明灯

点検の結果などを蓄積し活用しておりま

す。 

 本システムの利用につきましては、大阪

府と基本協定書を締結しており、これに基

づき、年間の使用料が定められた協定書を

毎年別途締結しております。 

 本科目におけます使用料は、データベー

スの運用、保守に係る費用であり、データ

センターの利用料、サーバーの管理費、シ

ステム保守費の合計額に対し、参画する大

阪府や市町村の格納データの容量の割合

に応じて利用料が算出されております。 

 委員がご指摘の増額の理由についてで

す。令和６年度は、サーバーのデータ容量

が拡張するということ、それから問合せ件

数などの増加に伴いまして、システム保守

費が増額になるということ、円安による海

外のデータセンターの利用料の増加など

が主な要因となっており、これによりまし

て、令和６年度の当初予算額が１０万円増

額となったものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、２５番目

の放置自転車等管理システム構築委託料

の内容のお問いであったかと思います。 

 こちらにつきましては、まず、放置自転

車対策事業の今までの経過の中では、平成

１５年頃までは、駅前の放置自転車数は５，

０００台を超えていた状況でございます。

その後、平成２８年頃には１，０００台を

切ってきたと。令和４年度につきましては
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４４２台で、かなり減少傾向が見られる中

で、ただ、一定数路上での放置自転車がご

ざいます。これを持続可能なシステムに構

築してまいりたいというところで、当委員

会での様々な議論もあったかと思います

が、経費の節減等も含めて、事業の見直し

を図る上で、このシステムの導入に向けて

検討してまいったところでございます。 

 このシステムを構築するに当たりまし

ては、まず、放置自転車が駅前で発生する

ところで、警告の札を貼りに行かせていた

だきます。これはシルバー人材センターな

どで委託をさせていただいている内容で

ございます。その後、市職員立会いの下で、

民間委託によりまして、長時間放置されて

いる部分については、移動、保管をさせて

いただいているところでございます。 

 その後、近畿道高架下の放置自転車等の

保管事務所で保管をさせていただきます。

この管理業務に当たりましては、シルバー

人材センターで管理をいただいていると

ころでございます。 

 もちろん、持ち主の方が引取りに来られ

た場合には保管料を頂いて、お返しをさせ

ていただくという内容が含まれておりま

す。ただ、この放置自転車を移動、保管す

る場合に盗難車の場合がございます。その

場合、防犯登録情報等を照会するために警

察署に情報照会をした中で、盗難に当たる

かどうかの確認もさせていただいており

ます。 

 ご高齢の方が作業に従事されていると

ころと、情報が手入力であったりだとか、

ヒューマンエラーの観点もございます。こ

の一連の業務をきちっと情報共有を図る

中、作業量の軽減と、見直しをさせていた

だく内容でございます。 

 あと、先ほど申し上げました警察署との

情報連携につきましては、警察署と市役所

を結ぶオンライン化、これによりまして、

情報漏洩等の事故等がないよう図ってま

いるシステム構築となっております。 

 あと、この放置自転車を移動、保管させ

ていただくに当たりましては、事務作業的

な部分が非常に多大でございましたので、

これら経費の削減に努めてまいりたいと

考えております。 

 続きまして、２６番目の地域公共交通協

議会補助金の内容でございます。 

 先ほど委員からご指摘いただきました

ように、２月２６日に第１回目の協議会を

開催させていただいたところでございま

す。今年度につきましては、委員報酬のみ

でさせていただいております。来年度のこ

の協議会補助金の内容といたしましては、

協議会と合わせて分科会、それと先進事例

等の情報収集で、旅費を計上させていただ

いて、ほかに、事務経費に係る消耗品等を

計上させていただいているところでござ

います。 

 続きまして、２７番目、自転車用のヘル

メット着用の周知・啓発のお問いでござい

ます。 

 昨日、警察庁から、昨年の交通事故の統

計が公表されております。委員がご指摘の

とおり、自転車乗用中の交通事故での死亡

者数で約５割の方が頭部に致命傷を負わ

れているということでございます。 

 ヘルメットを着用されていない方の致

死率は、着用者に比べまして、令和元年か

ら令和５年までの５年間の合計で１．９倍、

つまり約２倍高いことがお示しされてい

るところでございます。 

 大阪府におきましても、全国ワーストワ

ンという交通事故の死者数がございます。

それを受けて、府警本部から摂津警察署管
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内におきましても、かなり交通事故に対し

ての啓発指導と重点的な取締りも含めて、

自転車関連事故が多いという事実もござ

います。それらを受けまして、本市におき

ましても、警察署と連携いたしまして、今

後また春に行われますが、春の全国交通安

全運動、この運動は秋にもございます。そ

ういう機会、あと各交通安全運転教室、こ

れはご高齢の方、幼児の方を含めて、小学

校３年生につきましては、各小学校で自転

車の乗り方とか、保護者も含めて、周知・

啓発の活動を行っております。 

 また併せまして、第三中学校、それから、

摂津郵便局前におきましては、警察官も立

会いの上で、実地で指導啓発に取り組んで

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 質問番号２８番、３

Ｄ都市モデル活用事業に係る質問にお答

えいたします。 

 まず、テレメーター使用料につきまして

は、市内水路に設置しております水位計２

５か所の水位情報をデジタルツインプラ

ットフォームに送信する機能に係る使用

料でございます。 

 次に、デジタルツインプラットフォーム

の活用ビジョンについてでございます。３

Ｄ都市モデルを活用した取組としまして、

水路の水位情報の重ね合わせに続き、河川

の水位情報の重ね合わせを行いたいと考

えております。そのほか３Ｄ都市モデルの

活用につきましては、国のＰＬＡＴＥＡＵ

（プラトー）のホームページで様々な事例

が公開されておりますので、これらを参考

に、本市にとって有効な活用ができるよう

庁内各課と情報共有などを図りながら、検

討を進めてまいりたいと考えております。 

 デジタルツインプラットフォームの活

用については、先日、用途地域図のデジタ

ル版を公開したところでございます。こち

らは、都市計画課職員自らが行ったもので、

今後も引き続き、市の施設などの情報を公

開していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 建築課に係ります

２点の質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、特定空家の現状、今後の見

通しのお問いでございます。特定空家につ

きましては、今後の見通しを予測するのは

難しいかと考えております。今年度、正雀

の特定空家につきましては、解消してまい

りました。特定空家を増やさないことを本

市としては注力しておるところでありま

して、空き家に限りませず、住居につきま

しては、所有者が適切な管理を行っていか

なければ状態の悪いものになってまいり

ます。特に空き家につきましては、所有者

がそこに住んでおられないということで、

管理が不十分になる可能性が高うござい

ます。そのことからも、所有者に対しまし

て、適切な管理をしていただくように、今

後も、早目早目の助言、指導を行うことに

よりまして、特定空家を増やしていかない

という形で、今後も空家の対策を進めてま

いりたいと考えております。 

 ２点目であります。狭隘道路整備事業に

ついてでございます。 

 令和４年度の実績についても少のうご

ざいました。今の制度につきましては、令

和３年度より新たな制度としておるとこ

ろでございます。重点区域を指定しており

まして、補助案件がこの区域の中で少なか

ったということが、件数が少なかった結果

になっております。 
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 狭隘道路の解消につきましては、市民の

安全・安心、これを確保する上で大変重要

な事業であると考えております。これにつ

きましては、時間をかけてでも整備してい

かないといけないものと考えております。 

 新制度になりましてから、令和３年度以

降、実績を検証した中で、主要事業一覧で

もご案内させていただいておりますけど、

令和６年度につきましては、制度の改正を

行いまして、この制度内容を充実させてい

くという考えを持っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午後 １時 １分 再開） 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 答弁ありがとうございま

す。 

 それでは、２回目に移らせていただきま

す。 

 まず、地方債の発行についてでございま

す。この点については、副市長からのご答

弁、ありがとうございました。 

 考え方としては、地方債全体では１０年

前、平成２５年頃が１４０兆円余りで、そ

こからピークアウトして、現在令和５年度

末で１９３兆円程度の地方債の残高、その

中で臨時財政対策債が少しずつウエート

を増してきたという状況があったかと思

います。臨時財政対策債自体も、時限措置

が令和７年で終わるかもしれない。延長さ

れてきていますので、これについては縮小

傾向にあるのかと思いつつも、今後注意し

て見ていくべき財政の部分なのかと思っ

ております。 

 大型の公共事業等々で発行が続くと、ど

うしてもそこの部分、受益者負担になるの

か、それともそれが後世のつけになるのか

は、一定議論すべきところであるかと思っ

ています。そういった意味では、投資的発

行であれば大いに歓迎するわけですが、言

い方がすごく難しいかもしれませんが、地

域のガス抜きのような市債再発行だとこ

れは投資としてはなかなか難しいのでは

ないかと考えておる部分があります。これ

は私の意見としてとどめておこうと思い

ます。今後もこの辺は見させていただきま

す。 

 続いて、経常経費と政策経費のギャップ

についてです。 

 選択と集中という概念に対して分散と

修繕ということがありました。どこに選択

を置くかについては、市長の市政運営の基

本方針にもありましたように、例えば重層

的支援の部分に集中することによって、こ

れを補うことができるのかというところ

も一定理解はできると思っています。ただ、

今後膨らんでいく経常経費をどのように

やっていくかに対しては、国の動きも非常

に重要になってきていまして、大阪維新の

会の国会議員団である日本維新の会では、

後期高齢者も３割負担をお願いしたいと

いうことで政策の発表をしております。そ

れは、労働層が負担するのではなく、受益

者負担である一定のお願いをしなければ

いけない、これは国の動きとしてもやって

いかなければいけないし、それに合わせて

市政運営もやっていくべきかと思ってお

ります。これについても意見にとどめさせ

ていただきます。 

 続いて、会計年度任用職員の勤勉手当の

部分ですが、理解いたしました。 

 それから４番目、繰出金についても、児

童手当の部分と、令和１０年度頃で１０億

円ということで、理解いたしました。 

 この辺の公共インフラの部分について
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も、今後は負担が大きくなってくる部分が

あるかもしれませんので、また引き続き見

ていきたいと思います。これも意見だけに

しておきます。 

 続いて、総務課です。行政不服審査です

が、これは要望になります。 

 行政の行ったことに対する不服があれ

ばということで、分かりました。ただ、こ

れは市長公室で議論させていただきたい

と思っております。現在の市で設けられて

いるコンプライアンス規定では、市民から

職員に対するハラスメントなどへの対応

はありますが、職員から市民へのハラスメ

ントに対しての規定が今抜けている状態

だと感じています。ですので、そこについ

てはまた後日、議論したいと思います。こ

れも要望にしておきます。 

 ６番目、郵送の部分については確認でき

ました。ありがとうございます。よろしく

お願いします。 

 庁内印刷ですけども、電子決裁は早めに

導入していただきたいと思います。私、民

間にいたときも２０年ぐらい前からもう

電子決裁は導入されておりました。今でも

我々はサインで済むところが、皆さん押印

されているのが多々見られます。ここはペ

ーパーレスへの取組を含めて、もう一段階

ギアを上げて取り組んでいただきたいで

す。 

 続いて８番目です。第３０集会所の解体

に至った経緯等々、分かりました。十分周

囲に注意を払ってやっていただきたいと

思います。片田ハウスについても来年度調

査、再来年度解体ということで認識いたし

ました。 

 寄附していただけるのは非常にありが

たいところではありますが、その後の処理

はなかなか難しいところがあると思いま

す。一定こういったところで市が負担しな

ければいけないところも抑制することが

今後の方針として一つ必要なのかと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 １１番目に移ります。１１品目、１１８

名に対して生理用品が７２個ということ

でご答弁いただきました。基本ベースでい

くと、石川県でも報道されていますように、

どうしてもその辺、実情とギャップがある

のではないかと指摘されています。現場か

らの意見も取り入れていただいて、十分な

量を確保していただくよう、要望としてお

きます。 

 １２番目でございます。市たばこ税につ

いてですが、見解についてお伺いいたしま

した。 

 昨年度も決算においてはかなりギャッ

プが出たということで、令和６年度もその

ギャップがある程度出てくるのかと思い

ます。ここはもう横断的に取り組んでいた

だいて、必要な財源ではあるけども、健康

を標榜する都市としては卒煙していただ

くという意思を持っていただきたい。これ

は組織横断的に取り組んでいただいて、卒

煙ブースの設置をぜひお願いしたいと要

望しておきます。 

 １３番目です。令和４年度と同程度を見

込んでおられるということで理解いたし

ました。ありがとうございます。 

 これも少し語弊があったかもしれない

ですけど、昨今の政治と金の問題によって、

一部確定申告のボイコットなどという言

葉が流れております。それによって不納欠

損だとか滞納とかにならないように、納税

はあくまで義務だということでしっかり

呼びかけていただきたい。これも要望とし

ます。 

 １４番目です。ＤＸ推進です。移行困難
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システムでないのは聞いていましたので、

あとはその差分を埋めていくところだろ

うと思います。そこについてはオンスケジ

ュールでしっかり進めていただくように

お願いします。要望とします。 

 チャットボット機能についてです。答弁

にもありましたように、入力されたキーワ

ードによってニーズ抽出はできると思い

ます。これは代表質問でも言わせていただ

いたのですが、優先度をつけて、ニーズを

抽出して、オープンデータ化もしっかり取

り組んでいただきたい。これも要望としま

す。 

 １６番目でございます。水みどり課です。

財源について、差分があったということで、

了解いたしました。ありがとうございます。 

 １７番目、３号街区公園整備です。大屋

根整備を令和６年度でやり切ってしまう

とのことで受け取りました。これについて

も、より魅力ある公園の創出に向けてしっ

かり取り組んでいただけたらと思います。

よろしくお願いします。 

 続いて、テレメーターシステム、残り１

か所とのことです。これは都市計画課とも

絡んでくると思うのですが、テレメーター

システムの利用というところで、ここは組

織横断的に連携をしていただいて、より効

果的な運用を要望したいと思います。 

 １９番目です。水位計設置工事、残り４

か所とのことで、こちらも理解いたしまし

た。ありがとうございます。よろしくお願

いいたします。それをまた目に見える形で

やっていただければと思います。 

 ２０番目、水路しゅんせつです。結構自

治会員でも、月１回やったりするのですが、

なかなか最近は人手不足などもあります。

なおかつ、さらうところがなかなかできな

かったりもするので、そこについてはまた

引き続きやっていただくようによろしく

お願いします。 

 ２１番目、内水氾濫の部分です。番田流

域でシミュレーションを行うというお話

だったかと思います。 

 これこそ広域的な取組であって、これは

後の地域公共交通にも参考になると思い

ます。あくまで市域内にこだわらないとい

う流れは、他市域からつながっていて他市

域へ出ていくという動線、そこをしっかり

意識していただいてやっていただくのが

いいのかと私は思っております。そこはま

た今後、シミュレーションできたら、ぜひ

見せていただきたいので、よろしくお願い

します。 

 ２１番目です。都市再生地籍調査です。

これは７から８％とのことですが、大きな

災害が起こった場合、特に水害等が起こっ

た場合、地籍調査でしっかりと道路復旧を

定めることが何よりも迅速に行わなけれ

ばいけないことかと思いますので、引き続

き取り組んでいただきたい。７から８％と

いうとまだ不安なので、もっと進めていた

だけたらいいと思います。 

 低濃度ＰＣＢです。これも令和６年度、

５橋分とお伺いしました。 

 橋梁長寿命化は、たしか３０橋を点検す

ると聞いております。そういう低濃度でも

ＰＣＢを使っているような部分があれば、

これも引き続き除去していただくように

お願いします。要望とします。 

 ２４番目、データベース使用料ですけど、

容量によるものだということで、おおよそ

理解いたしましたが、えらい取るなと思っ

ています。そこは仕方がないのかと思いつ

つも、ただ、そのデータセンターが海外に

あると先ほどおっしゃっていました。そこ

については一定、不安要素を覚える部分が
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ありますので、その辺は一度また確認して

いただきたい。 

 続いて２５番目です。道路交通課です。

放置自転車等管理システムです。 

 これは２回目を聞かせてください。令和

４年度、４４２台ということですけども、

その引取率はどの程度あるのかと、放置自

転車の３か月後の処分方法について、お教

えください。 

 公共交通についてです。分科会の視察と

いうことで、理解いたしました。 

 先ほど申し上げたように、交通は市域内

だけじゃなく、市域外から入って市域外へ

流れるところを意識していただいて、横断

的に取り組んでいただくように、またこれ

もお願いいたします。 

 交通安全啓発です。統計にも出ているよ

うに、自転車用ヘルメットの無着用による

重大事故がないよう、しっかりと啓発に取

り組んでいただき、それが無理であれば、

それこそ公共交通の出番であったり、近場

で歩くこと、つまりウオーキングを推奨し

ていただくようにお願いします。要望とさ

せていただきます。 

 ２８番目です。テレメーター使用料は先

ほど申し上げたとおりです。有効活用と横

断的な取組をよろしくお願いします。 

 デジタルツインプラットフォームです。

これも、今後のビジョンをお話ししていた

だいたわけです。地籍調査とか、そういっ

たデータを入れ込むと、災害復興に対して、

また変わった見え方ができるのではない

かなと思いますので、そういったことにも

どんどんチャレンジしていただきたい。要

望としておきます。 

 ３０番目、特定空家について、現在はな

いとのことです。ただ、特定空家になりそ

うなところは結構通報が入っているとの

認識でいます。またそこが特定空家になら

ないようにお願いします。 

 最後です。狭隘道路です。まだまだ狭隘

道路が多い部分があります。本当に暗黙の

了解で道の譲り合いをしている部分はか

なり多いです。そこについては、徐々にで

も解消できるようにお願いいたします。 

 質問１点のみで、よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 ２回目のお問いで

ございます。 

 放置自転車等の返却率につきましては、

令和４年度の事務報告書に既に記載をさ

せていただいております。事務報告書の２

６８ページで、移動台数につきましては先

ほど述べましたように４４２台です。その

内訳といたしましては自転車が４３５台、

原付が７台でございます。返却させていた

だいた台数につきましては、２３５台です。

内訳といたしましては自転車２２８台、原

付が７台でございます。返却率といたしま

しては５３．２％となっております。ただ、

返却台数につきましては、過年度分の持越

しの部分の移動分も含まれておりますの

で、当該年度だけで完結するわけでは決し

てございません。 

 続きまして、引き取り手のない自転車の

扱いでございます。基本現物保管といたし

ましては３か月という形でさせていただ

いております。その後、人生１００年ドラ

イブ事業をさせていただいておりますが、

使えそうな自転車、修繕して乗れるような

自転車も多分に含まれております。そちら

につきましては、ご高齢の方で運転免許を

返納された方に無償譲渡の場を設けてま

いりました。 

 今年度におきましては、２回実施をさせ

ていただいております。そういう形で返還
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する部分と譲渡する部分、それからそれ以

外のストックしている部分につきまして

は、令和５年度、近畿自動車道高架の橋脚

の工事がございますので、スクラップ処分

とさせていただいております。 

 こちらは自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的推進に関す

る法律というものがございます。そちらで

移動保管した旨の告示を本市でさせてい

ただいてから６か月を経過した部分につ

いては、自転車の所有権自身が市へ帰属さ

れるということでございますので、スクラ

ップ処分という措置を講じさせていただ

いておるところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 では最後に、要望させてい

ただきます。 

 引取率が大体おおよそ５３．２％で、残

り２００台余りが譲渡なりスクラップな

りとなってくるかと思います。ただ、循環

型社会においては、スクラップはできるだ

け避けていこうという考え方でいくと、ジ

モティーというものがありますが、地域で

譲渡するようなサービスもあります。そう

いった地域で引き取っていただける方が

あれば譲っていくことも一定検討を行っ

ていただければと思います。 

 私からは以上です。 

○三好義治委員長 次に。 

 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、令和６年度の

予算について質問をさせていただきます。 

 質問番号１、予算書２０ページ、固定資

産税についてお聞きいたします。 

 令和５年度当初予算と比較をいたしま

して１億８００万円増額となっておりま

す。内訳を見ますと、土地が２，８００万

円増、家屋が１，９００万円増、償却資産

が６，１００万円増となっております。そ

れぞれの増えた要因についてお聞かせく

ださい。 

 質問番号２、予算書５０ページ、財産貸

付収入の土地貸付収入、資産活用課です。

２，４６０万５，０００円についてお聞き

をいたします。 

 令和５年度当初予算等で比較をして７

９万３，０００円増加しております。増の

理由についてお聞かせください。 

 質問番号３番、予算書５０ページ、不動

産売払収入の土地売払収入、資産活用課に

ついてです。旧別府公民館の土地を売却す

る予定で、令和５年度当初予算にも同額が

予算計上されておりました。売れなかった

ということで、令和６年度にも予算が上が

っているわけでありますが、進捗状況につ

いてお聞かせください。 

 質問番号４番、予算概要２０ページ、Ｆ

Ｍ推進事業についてお聞きいたします。 

 主要事業一覧において、目視が困難な高

所の点検にドローンを活用しますとあり、

施設点検委託料として２０３万５，０００

円が予算計上されております。 

 １回目で、この取組内容についてお聞か

せください。 

 質問番号５番、予算概要２４ページ、Ｄ

Ｘ推進事業についてお聞きをいたします。 

 主要事業一覧において、業務の効率化に

向けテキスト生成ＡＩを導入するとあり、

１１４万４，０００円が予算計上されてお

ります。テキスト生成ＡＩを導入すること

で、業務削減時間はどのくらいを見積もっ

ているのかについてお聞かせください。 

 質問番号６番、予算概要３４ページ、収

納事務事業についてお聞きをいたします。 

 収納システム改修委託料１２２万１，０
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００円が予算計上されており、システム改

修が必要な時期に来ているのと認識して

おります。改めてこの収納システム改修の

概要についてお聞かせください。 

 質問番号７番、予算概要８６ページ、違

法駐車追放事業についてお聞きします。 

 交通指導業務委託料として６５１万９，

０００円が予算計上されております。令和

６年度の取組についてお聞かせください。 

 続いて質問番号８番、予算概要８８ペー

ジ、放置自転車等対策事業についてお聞き

します。 

 自転車等保管事務所管理委託料が約１

５０万円、放置自転車等対策指導委託料が

約３７０万円、前年度対比で減額となって

おります。これは放置自転車の数が減って

きているから減額になっているのかと推

測しますが、要因についてお答えください。 

 質問番号９番、予算概要９０ページ、街

路灯修繕事業についてお聞きします。 

 道路照明灯点検業務委託料として６８

２万７，０００円が予算計上されておりま

す。前年度対比で８２万７，０００円が増

額となっておりますが、要因についてお答

えください。それと併せて令和６年度の取

組についてもお聞かせください。 

 質問番号１０番、予算概要９０ページ、

交通安全対策事業についてお聞きします。 

 主要事業一覧において、自転車通行空間

（矢羽根型路面標示）を整備するのと、通

学路等交通安全プログラムに基づき、グリ

ーンベルト等の設置工事を実施しますと

あります。それぞれの概要についてお聞か

せください。 

 質問番号１１番、予算概要９２ページ、

阪急正雀駅前道路改良事業についてお聞

きをいたします。 

 この事業、広場計画が頓挫をして、道路

拡幅のみ行うことになったわけでありま

すが、危険な箇所というのは変わりありま

せんので、一刻も早く事業の完成を願って

おります。 

 １回目で、令和６年度の取組、どんなも

のかお聞かせください。 

 質問番号１２番、予算概要９４ページ、

多世代同居・近居支援事業についてお聞き

をします。 

 既に令和５年度予算において住宅取得

補助金、住宅リフォーム補助金、転居補助

金の三つ全てが予算額に達したというこ

とで受付を終了しております。一定のニー

ズがあるとのことで、令和６年度予算にお

いて支援補助金を前年度と比較して１２

０万円増額していただきましたが、１２０

万円の根拠についてお聞かせをください。 

 続いて質問番号１３番、予算概要９８ペ

ージ、公園維持管理事業についてお聞きし

ます。 

 平和公園に仮設のキャンプ場施設を整

備するとのことで１，１２５万円が予算計

上をされております。仮設キャンプ場とい

うのがイメージできないので、どんなキャ

ンプ場になるか説明をお願いします。 

 続いて質問番号１４番、予算書１７６ペ

ージ、予算概要１０６ページです。防災対

策事業の表示板製作委託料についてお聞

きします。 

 避難所表示板の記載内容に、河川氾濫時

の想定浸水深やピクトグラム等の情報を

追加するとのことでありますが、この取組

の経緯、目的について１回目にお聞きしま

す。 

 続いて質問番号１５番、予算概要１０６

ページ、防災資機材及び備蓄用品整備事業

の消耗品費についてお聞きをいたします。 

 消耗品費が前年度対比で約２倍と大き
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く増額となっております。まず、その理由

についてお聞かせください。 

 最後１６番です。補正予算書の２０ペー

ジ、減債基金繰入金、補正額が１６億７６

８万１，０００円となっております。一般

会計に繰り入れるとのことで、議案第３４

号で減債基金条例を廃止する議案が出て

います。３月２９日から施行するとなって

おります。全額一般会計に入れると思いま

すが、これは全額を入れることでゼロにな

るのか、確認の意味で質問します。 

 以上１６点です。お願いします。 

○三好義治委員長 中尾課長。 

○中尾固定資産税課長 それでは、固定資

産税課に関わります質問にお答えをいた

します。 

 令和６年度固定資産税等の歳入の増加

の理由について、説明をさせていただきま

す。 

 土地につきましては、公定地価評価、一

部住宅地において下落は見られるものの、

千里丘駅や阪急沿線沿いの地域の上昇、ま

た安威川以南幹線道路に隣接する商業地

での上昇が見られることから、それに伴う

周辺道路の路線価が上昇しております。 

 このことから、前年比約０．７％増の４

０億４，０００万円と見込んでおります。 

 家屋につきましては、新築家屋が滅失家

屋の評価を上回ること。また、建築物価の

変動を勘案した再建築費評点補正率の上

方改正による評価額があまり下がらない

ことを勘案いたしまして、前年比約０．

６％増の３０億３，０００万円を見込んで

おります。 

 併せて、都市計画税につきましても、同

様の理由から、増額で予算計上させていた

だいております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

の２、土地貸付収入の増額理由でございま

す。 

 こちらは、昨年度廃止となりました旧市

道千里丘４４号線、２，６０４平米を隣接

する芦森工業に売却をいたしました。この

売却した土地ですけれども、地中埋設管が

ございまして、区分地上権を設定して、売

却しております。その地中埋設管を布設し

ております関西電力、それから大阪ガス、

ＮＴＴ西日本からの賃料分が増額となっ

ているところでございます。 

 続きまして、質問番号３、土地の売払収

入の進捗状況についてでございます。 

 おっしゃっていただいたように、別府公

民館用地、こちらは建物付で売却を見込ん

でおります。もう一つございまして、正雀

本町１丁目の市民活動支援センターの跡

地、こちらも見込んでおります。 

 現状、別府公民館については生涯学習課、

それから市民活動支援センター跡地につ

いては自治振興課の所管でございまして、

現在、土地の境界等の整理中でございます。

整理でき次第、こちらに移管を受けまして、

売却の手続を進めていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号４、ＦＭ推進事業

の施設点検委託料についてでございます。 

 この施設点検についてでございますが、

公共施設等総合管理計画に基づきまして、

まずは施設所管課が施設点検を行いまし

て、修繕の必要性が高いと思われるところ

については、資産活用課職員が現場に行っ

て確認をしている状況です。 

 その中で、施設の構造上、どうしても屋

上に上がれない施設もございまして、離れ

たところからの目視ですと、点検の精度が
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落ちてしまうところがございます。こうい

った点検が困難な施設に対しまして、カメ

ラ付のドローンを用いて、点検を行ってい

くものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

５番の生成ＡＩに関する質問にお答えを

いたします。 

 生成ＡＩにつきましては、驚異的なスピ

ードで発展をしておるものでございます。

近隣や先進的な自治体におきましても、

様々実証実験あるいは導入等が進められ

ておるものでございます。 

 本市におきましても、来年度にはまず、

普段業務で使用しておりますチャットツ

ール上で生成ＡＩの一種でありますチャ

ットＧＰＴを利用できるような環境を整

えるものを予定しております。 

 こちらにつきましては、一般論にはなっ

てしまいますが、文章作成であったり、文

章の補助であったり、あるいは要約であっ

たり、例えばエクセルの関数であったりと、

そういったところで効果的であるという

報告も様々ございますが、実際にこれを使

っていくのは職員になります。 

 それから、生成ＡＩにつきましては、課

題も明らかになっておりまして、正確性に

関して、回答をそのまま鵜呑みにできない

であったりとか、著作権などを侵害する恐

れもあるといった部分もございます。 

 ですので、まずは使う職員に対してしっ

かりと研修を実施いたしまして、ＡＩとの

つき合い方等について学ぶことが大事か

と考えております。その上で、質問の仕方

につきましても、曖昧な聞き方をすると、

それなりの回答になってしまいますので、

効果的な使い方を見つけることが、最初の

ステップであると考えております。 

 また、ＡＩ技術につきましては本当に進

歩が早いということで、現時点でチャット

ＧＰＴは、最新技術とはされておりますが、

これも数年後どうなるか分かりません。Ａ

Ｉ技術に将来的にはついていくことが必

要なスキルとなってまいりますので、今回

導入することで職員に対して仕事のやり

方を考えてもらう一つのきっかけになる

と考えております。 

 質問にありました、どれぐらい削減でき

るのかにつきましては、使い方によっては

効果があると考えますが、定量的に何時間

というのは現時点ではまだ出せていない

状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、質問番号６番、

納税課に関わります収納システム改修委

託料についての質問に対してお答えをさ

せていただきます。 

 今回、システム改修につきましては、令

和６年度の税制改正に伴うシステム改修

を予定しております。内容については２点

ございます。 

 まず１点目につきましては、森林環境税

が令和６年度から導入されることから、そ

れに関わる収納管理システムの改修につ

きまして、予算計上させていただいており

ます。 

 そして２点目に関しましては、令和５年

１月より軽自動車税に係る納付状況を軽

自動車検査協会が軽ＪＩＮＫＳにより確

認できるようになっていますが、令和７年

１月より、二輪についてもそのシステムで

対応できるとなっております。このことか

ら、収納情報システムを改修するために、

予算を計上させていただいております。 
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 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

７番目の違法駐車追放事業の交通指導業

務委託料に係る令和６年度の取組につい

てのお問いであったと思います。 

 こちらの事業につきましては、市の違法

駐車等の防止に関する条例に基づきまし

て違法・迷惑駐車の防止のための指導・啓

発に対する取組でございます。当然ながら

取締り権限を有する警察署と連携した形

でこの取組を行ってきたところでござい

ます。 

 主に駅周辺の重点地区を指定しており

まして、千里丘駅の東側・西側、正雀駅周

辺、それと事業活動を盛んに行われており

ます鳥飼地域であったり鶴野地域、そうい

ったところを巡回しております。その中で、

駐車や停車状態の車両に対しまして、まず

啓発ビラを、長時間いらっしゃらないとい

うことであれば、運転手がおられない場合

はワイパーに啓発ビラを挟むなどの取組

をさせていただいております。一定時間経

過後に、そこの場所に戻ってきた際に、ま

だ駐停車等の内容がありましたら、さらに

スピーカー等の広報・啓発をさせていただ

いて移動していただくようにお願いをし

ているところでございます。それでもなお、

駐車状態が続くようであれば、警察署へ通

報させていただく内容でございます。 

 続きまして、８番目の放置自転車等対策

事業の自転車等保管事務所管理委託料と

放置自転車等対策指導委託料の令和５年

度当初予算からの減少している理由のお

問いであろうかと思います。 

 こちらにつきましては、先ほど塚本委員

のご質問でご答弁させていただいたとお

り、放置自転車の対策事業、一連の業務の

中でシステム導入によりまして、一定作業

内容等の見直しを図らせていただこうと

考えております。 

 この管理事務所の管理につきましては、

先ほどご答弁申し上げたとおり、シルバー

人材センターの管理でございます。あと放

置自転車の対策指導につきましても、来年

度はシルバー人材センターへ一本化して

いくことで今進めさせていただいており

ます。放置自転車のボリューム感もかなり

減少してきているので、先ほど議論があり

ましたように、選択と集中ということもご

ざいまして、その作業時間の軽減も図って

きております。 

 そういった内容で、これら二つの委託料

に関しましては、業務量、業務委託料の軽

減に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、質問番号９

番、街路灯修繕事業におけます道路照明灯

点検業務委託料に係る令和６年度の取組

と令和６年度当初予算額の増額理由につ

いてお答えいたします。 

 現在、道路照明灯は市内に１，０００基

以上ございまして、道路管理課では職員に

よる道路の日常パトロールや、年 1回おお

むね１０月頃に全基数を対象に夜間の点

灯状況を確認する点検を行っております。

またこれに加えて、市民からのＬｏＧｏフ

ォーム及び電話等による情報提供などを

基に、これら施設に係る日常の維持管理に

努めておるところでございます。 

 さらにこれらに加えまして、毎年施設の

うち５０基を対象に道路照明施設点検業

務委託を発注しておりまして、大阪府や国

の点検の要領などを基に、知識と経験を有

する点検員による点検を実施しており、こ
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れを委託しているところでございます。 

 点検内容につきましては、灯具や梁、支

柱などの部材を対象に、地上及びはしごや

高所作業車などを利用した目視や触診、打

診などを行い、部材の亀裂や腐食、変形な

どを確認いたします近接目視調査と、支柱

の地面との境目にある地際部の腐食状況

を確認することを目的としております非

破壊調査を行っておりまして、点検後には

これら点検結果を基に照明等の健全度を

判定しているものでございます。また、点

検時においてはナットの締め直しなど、応

急措置も併せてここで行って実施してお

ります。令和６年度につきましても、５０

基の点検を今のところ予定しております。 

 また、令和６年度の予算額の増額理由に

つきまして、点検は専門家による点検を行

いますことから、最近の労務単価の上昇に

より増額となったものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 質問番号１０番目

の交通安全対策に係る事業内容のお問い

でございます。 

 まず１点目、矢羽根型路面標示の概要で

ございます。こちらにつきましては、自転

車活用推進計画に基づきまして、自転車通

行空間の計画的な整備、これに伴いまして

自転車の安全利用の促進を図るためで、車

道の左側に、青色の矢羽根型路面標示、そ

れと自転車型のピクトサイン、これによっ

て自転車利用者の走る通行区分、それと併

せまして、歩道から自転車を下ろさせる。

また車道では、自動車の車両から見える形

でここは自転車が走るところですよとい

う意識づけを行うために整備を図ってき

たものでございます。 

 当然ながら、効果としましては自転車利

用者に交通ルールを守っていただけると

ころと、歩道における歩行者と自転車の衝

突事故防止というところでございます。な

おかつこういうネットワークを構築する

ことによりまして自転車利用を促してい

くという効果を見込んでおります。 

 続きまして、グリーンベルトのお問いで

ございます。 

 これは通学路対策で実施をさせていた

だいております。教育委員会と警察署と道

路管理者、合同での通学路の交通安全プロ

グラム、これに基づきまして、通学路の安

全確保に関する取組でございます。 

 これは平成２４年に亀岡市、令和元年に

大津市、令和３年に千葉県八街市で、児童

が歩車分離されていない道路において交

通事故により死傷者も出たという痛まし

い事故を受けて、緊急合同点検を行って、

令和３年度から取り組んでまいったとこ

ろでございます。 

 ３か年の緊急合同で実施をしている事

業につきましては、この令和５年度に前倒

しをさせていただき終了したところでご

ざいます。 

 残りの通学路の対策で必要な箇所とい

うことで、学校側、警察側と協議させてい

ただいた箇所については、令和６年度に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 こちらも効果といたしましては、歩行者

の通行空間の明確化、それと車のドライバ

ーが緑色を見ることによりまして、速度抑

制の期待もございます。それと併せて、外

側線と申しまして、緑色と合わせて白線も

入れますので、歩行者との接触防止、これ

らの効果を考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 
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○寺田建設部副理事 １１番目の正雀駅

前の取組でございます。令和６年度の取組

でございます。 

 当委員会でのさきの協議会においてご

報告をさせていただいたとおりでござい

ます。広場計画断念後の道路拡幅事業に専

念してまいるため、さきの代表質問でもご

ざいましたように、地権者に寄り添いご理

解ご協力を求めていくというスタンスで、

我々も引き続き丁寧に説明を行って、道路

用地の拡幅を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 令和６年度につきましては、令和４年度

に道路用地としてご協力いただいた方で

残地の提供を申し出していただいている

方がございます。そちらにつきまして、そ

の残地取得の土地購入費、それと、それに

関わります不動産鑑定手数料並びに取得

後の仮舗装、アスファルト舗装の修繕料と、

これらを見込ませていただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 多世代同居・近居支

援事業についてのご質問にお答えさせて

いただきます。 

 本事業につきましては、補助項目といた

しまして、住宅取得、住宅リフォーム、転

居、この三つの補助メニューを設けており

ます。 

 現在、住宅取得、住宅リフォームにつき

ましては、補助の受付を終了しております

けど、住宅転居につきましては引き続き実

施中でございます。 

 この事業につきましては令和３年度、令

和４年度と、２年度続けまして予算が途中

で枯渇したという状況を見まして、この２

か年と、令和５年度の上半期の申請の内容、

状況を検証いたしまして、令和５年９月に、

令和５年度一般会計補正予算（第５号）で

５５０万円の増額補正を認めていただい

たところでございます。 

 この補助につきましては、補助事由が発

生しまして１年以内の申請ができるとい

う補助制度になっておりまして、検証した

中でこの５５０万円に相当するところに

つきましては、前年度に補助の事由が発生

したということで、この補正をしたことに

よって、一定前年度発生の部分については

解消されたものと思っております。 

 委員がお問いの１２０万円の増額でご

ざいます。これにつきましては、令和３年

度、令和４年度及び令和５年度、この補助

の内容を検証しまして、住宅取得にかかる

補助３件分を上乗せし、令和６年度補助の

予算要求をさせていただいておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課のご質問であります１３番目、平和公園

に仮整備されるキャンプ場施設について

お答えいたします。 

 鶴野地域における公共施設再編に伴い

まして、鶴野第２公園を廃止することによ

り、環境センター跡地に高台公園が整備さ

れるまでの約５年間、鶴野第２公園内にあ

りますキャンプ場施設が使用できなくな

ります。住民説明会の中でも、他の公園で

このキャンプ場施設が使用できるように

との要望もございました。そのご要望もあ

ったことから、令和６年度には一時的な代

替施設としまして平和公園内に仮設のキ

ャンプ場施設の整備を行ってまいります。 

 施設としましては、キャンプ場施設をご

利用いただいております団体関係者の
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方々などの意見も聴きながら、鶴野第２公

園に設置されております、かまどや洗い場

などを設置し、新たにその施設を使うにあ

たって必要である上下水道の給排水設備

を行ってまいります。 

 また、環境センター跡地の高台公園完成

後につきましては、地元住民の皆様や関係

団体の方々とのワークショップを通じま

して、高台公園にキャンプ場施設を再度設

置してほしいという話が上がり、そのよう

な意見を取り入れた際には、この仮設キャ

ンプ場の施設を移設し再利用してまいり

ますが、平和公園での利用者や地元の声等

により、引き続き平和公園の仮設で備えま

したキャンプ場施設を使用していきたい

という強い要望等の声がありましたら、改

めてその施設を残していくことも検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 質問番号１４番、防災

対策事業の表示板製作委託料についての

質問にお答えいたします。 

 現在本市では、地震発生時に避難所とし

て活用する施設が２９施設ございます。こ

のうち、千里丘小学校、千里丘公民館、旧

三宅小学校の３施設は、地震時にも水害時

にも避難所として活用いたしますが、この

ほかの２６施設は浸水想定区域内に立地

していることから、水害時には緊急避難場

所として活用することとしております。 

 多くの施設が避難所と緊急避難場所を

兼ねますことから、出前講座やワークショ

ップ等の際に、参加者からこの区別につい

て分かりにくいとの意見も伺っておりま

す。 

 また、本市の住民基本台帳に基づく人口

動態によりますと、外国人人口は増加傾向

となっております。さらに水害リスクの高

い本市では、広域避難の必要性の啓発活動

も進めていかなければなりません。 

 避難所表示板の更新はこうした経緯を

踏まえ、市民の適切な避難行動の促進を目

的に実施してまいります。 

 続きまして質問番号１５番、防災資機材

及び備蓄用品整備事業の消耗品費につい

ての質問にお答えいたします。 

 防災危機管理課では、毎年避難所に備蓄

している避難者用の備蓄食料や飲料水を

消費期限に応じて更新しております。令和

６年度は、それらに加え、市役所に備蓄し

ております職員用の備蓄食料や飲料水も

消費期限が近づくことから、避難者用の備

蓄食料や飲料水と合わせて更新するため

に、対前年度比で２６９万３，０００円の

増額となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾総務部副理事 それでは、質問番号

１６番、令和５年度の一般会計補正予算書

２０ページにございます減債基金繰入金

についてのご質問にお答えをいたします。 

 減債基金条例の廃止の条例が本議会で

上程されていると、それによって廃止をし

た場合に、基金の全額を繰り入れるものか

との質問でございました。 

 おっしゃるとおり、廃止をした場合にそ

の基金をどうするかは、この補正後の予算

で全額減債基金を繰り入れしまして、広く

活用を考えております。このことから、財

政調整基金に積み立てる予算を計上させ

ていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。質問番号１番、固
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定資産税についてでございます。 

 増加の要因についてご答弁いただきま

して、理解をいたしました。 

 固定資産税においては、ＪＲ千里丘駅西

地区再開発など、住宅開発がまだまだ予定

されていることから、今後も増える傾向に

あると考えております。 

 ２回目に質問させていただきたいのは、

今後の固定資産税の推移をどのように分

析されているのかについて、お聞きします。 

 質問番号２番、財産貸付収入の土地貸付

収入について、これは答弁で理解いたしま

した。 

 次に、質問番号３番、不動産売払収入、

別府公民館について、進捗状況を答弁いた

だきました。 

 この予算に上がっている４，４８９万円

の積算根拠についてお聞きしたいと思っ

ております。どういう計算をしているのか、

路線価ベースで予算を算出しているのか

等々、根拠について一度教えてください。 

 質問番号４番、ＦＭ推進事業です。答弁

で理解しました。目視が困難な箇所におい

てドローンを活用することが大変効果が

あると理解いたしました。 

 ２回目もお聞きしますが、予算が２０３

万５，０００円上がっているのですが、具

体的にどこの点検をするのかと、１回の点

検で幾らとか、単価の契約があるのかどう

かと、そこの詳細について教えてください。 

 質問番号５番、ＤＸ推進についてです。

生成ＡＩを導入することによって時間の

削減は読みにくいとのことでした。 

 行政経営戦略で、ＡＩやＲＰＡの利活用

によって、業務削減の目標が令和７年度で

１，０００時間となっております。これに

向けて取り組んでいかないといけないわ

けでありますが、今回生成ＡＩを導入しま

す。行政経営戦略の目標にどう反映されて

いくのかという意気込み等々でも結構で

すので、その辺を答弁いただきたい。 

 質問番号６番、収納事務事業についてで

あります。システム改修について答弁いた

だきました。 

 ２回目に聞きたいのが、コンビニ収納代

行業務委託料が約１００万円、コンビニ収

納データ伝送委託料が約３０万円、対前年

度比で増加をしております。逆に、口座振

替データ伝送委託料は約７０万円減額と

なっております。それぞれの増減理由につ

いて教えていただきたい。 

 質問番号７番、違法駐車追放事業につい

てであります。 

 令和４年度の事務報告書を見ますと、年

間で啓発ビラが８１０万円、警告ステッカ

ーが４７６枚と報告があります。それなり

に違法駐車をする方がいると思っていま

す。 

 その中で、通報件数が１件だけになって

います。何でもかんでも通報すればいいと

いうものではないと理解していますが、少

ないと感じました。どのような状況になれ

ば通報までいくのか、例えば、３０分、１

時間駐車していたら通報まで持っていき

ますよという基準があるのかが気になる

部分であります。その点について教えてい

ただきたい。 

 次に、質問番号８番です。放置自転車で

あります。減額になっている理由について

答弁をいただきました。 

 先ほど来からありましたとおり、ピーク

時から放置自転車の数が大分減っている、

時間の見直しもしているということで減

額になっているとのことでありました。こ

れについても理解しましたので、結構でご

ざいます。 
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 質問番号９番、街路灯修繕事業について

でございます。年間５０基の点検、また、

修繕等々を行うことで理解いたしました。 

 ２回目にお聞きしますが、街路灯は水銀

燈を使っているのと蛍光灯を使っている

ところもまだまだあると認識しておりま

す。修繕のときには、ＬＥＤに変えていく

と思います。 

 ＬＥＤ化は進めていったほうがコスト

パフォーマンスもいいと思います。計画が

現段階ではないとのことですが、街路灯で

ＬＥＤ化したところはどれぐらいあると

かそういうのがもし分かれば教えていた

だきたい。 

 質問番号１０番、交通安全対策事業につ

いてであります。 

 グリーンベルトは３か年計画で、理解い

たしました。矢羽根型路面標示の部分で聞

きたいのですが、主に市道で整備されてい

ると思います。計画はどうなっているのか

一度聞いておきます。 

 質問番号１１番、阪急正雀駅前の道路改

良事業についてでございます。令和６年度

の取組について答弁をいただきました。 

 こちらに関しては、本当に地権者に対し

て寄り添って、信頼関係をまた再構築でき

るように、より丁寧な対応をしていただき

ますようによろしくお願いします。 

 この質問も以上です。 

 質問番号１２番です。多世代同居・近居

支援事業についてでございます。 

 ホームページを見ただけで転居補助金

までやっているのは知りませんでした。 

 聞きたいのが、令和５年度住宅取得補助

金と住宅リフォーム補助金はもう打ち切

ったということで、令和５年度に申請でき

なかった数がどれぐらいいるのか気にな

ります。その点をご答弁いただきたい。お

願いします。 

 １３番です。公園維持管理事業について

でございます。 

 答弁いただいて、何となく理解しました。

平和公園に仮設で置くけど、ずっと置いて

ほしいという要望があったら考えるとの

ことでありました。 

 鶴野の高台公園のところに、お声があれ

ば置きますが、それは平和公園から移設す

ることになります。大変いいことだと思う

のですが、よく検討していただきますよう

お願いします。 

 １４番です。防災対策事業の表示板製作

委託料についてです。経緯、目的について

答弁をいただきました。理解しました。 

 ２回目で聞きたいのは、避難所表示板の

記載内容に追加するということで、どんな

情報を追加するのかという詳細と、設置場

所と設置枚数について、お聞きします。 

 １５番、防災資機材及び備蓄用品整備事

業の消耗品費についてでございます。 

 現在の本市の備蓄食料・飲料の保有数に

ついて、２回目にお聞きします。 

 最後は、減債基金の繰入れについては理

解いたしました。 

 以上です。 

○三好義治委員長 中尾課長。 

○中尾固定資産税課長 ２回目の質問に

お答えをさせていただきます。 

 固定資産税評価の指標となります地価

公示価格から見て、今後の推移として考え

させていただきますと、令和５年の摂津市

の公示価格は平均１７万１，０００円ほど

でございました。前年から、１，０００円

の上昇ということで、変動率は０．８１％

の上昇でございました。 

 令和５年には、コロナの第５類への移行

によって社会活動が基本的には制限なく
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なり正常化へ進んでいることから、公示価

格も上昇に転じております。 

 令和６年の公示価格につきましては、３

月中頃に発表とされておりますが、一部の

住宅地域においては下落するものの、ＪＲ

千里丘駅、阪急沿線地域での上昇、また、

安威川以南、幹線道路に接する商業地域で

も引き続き上昇していくものと見込んで

おります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

３、土地売払収入の積算根拠についてでご

ざいます。 

 こちらは、委員がおっしゃっていただき

ましたように、路線価に面積を掛けて、そ

こから、国土交通省のソフトで解体費を積

算しまして、それを差し引いたものを予算

額としているところでございます。 

 続きまして、質問番号４、施設点検委託

料の詳細な内容についてでございます。 

 こちらは、屋上のみの撮影の場合は、１

か所当たりで約１２万円でございます。屋

上と外壁、両方撮影する場合は１か所当た

り約１６万円で見積もっております。 

 屋上のみを１３か所、屋上と外壁で２か

所を想定しておりまして、実際の箇所につ

きましては、来年度の施設点検によって決

定いたしますけれども、見積りの段階では、

味生体育館であるとか、正雀体育館、つく

し園、子育て総合支援センターの遊戯室な

どを想定しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

５番の行政経営戦略の目標に向けてどう

反映していくかの質問にお答えをいたし

ます。 

 生成ＡＩにつきましては、１回目でも申

し上げましたように、なかなか定量的な効

果の測定は難しいと考えております。 

 例えばですけども、文書作成などを例に

とりますと、全く何もない真っさらな状態

から文章を作って、例えば 1時間かかって

おったとします。それを生成ＡＩにたたき

台を作ってもらうというやり方に変え、出

てきた答え、決して満点ではないと思いま

す。手を入れないといけない、点数でいう

なら８０点ぐらいのものが返ってくるか

と思っております。 

 それに対して手を入れることで、実際１

時間かかっていたであろう作業が、例えば

５０分でできたと。こういったことの繰り

返しで積み上げていくものと考えており

ます。 

 冒頭、定量的な効果は難しいというお話

はさせていただきましたが、同じように、

他市でも研究事例はどんどん積み上げら

れていっております。そういった部分も調

査研究させていただいて、何らか行政経営

戦略にも反映できないかという目線で取

り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、納税課に関す

る２点目の質問にお答えをさせていただ

きます。 

 まず、コンビニ収納代行業務委託料につ

きましては、コンビニで収納していただく

場合に、令和５年度までは税別で１件当た

り５５円の手数料をお支払いしておりま

したが、収納代行業者を通じてコンビニ業

者から、人件費の高騰等で１件当たりの費

用を増やしていただきたいとの要望がご

ざいました。 

 当初、３０円増の要望をいただいており
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ましたが、大阪府下の同じ収納代行業者を

使っている市町村に確認したところ、同じ

３０円だったのですが、少しでも減額して

いただけないかということで、最終的には

２８円の増でご了承いただき、その結果、

令和６年度予算として増額になっており

ます。 

 続きまして、口座振替データ伝送委託料

で、減額になっているのはなぜかとのお問

いだったと思います。もともとは口座振替

の伝送は、ＩＳＤＮ回線を使ってデータ伝

送していましたが、現状はＡＤＰ方式のコ

ネキュア回線を使用しています。それぞれ

の課で契約をしていたのを、これを機に契

約を取りまとめて費用的に下げれないか

との相談をした結果、全体的に若干の契約

金額の減少となりまして、今回、若干では

ございますが予算の減少につながってお

ります。 

 もう１点、コンビニ収納のデータ伝送の

質問についてです。こちらにつきましても、

先ほど申し上げましたように、令和５年１

２月で、ＩＳＤＮ回線が終了ということで、

今後、先ほど申し上げましたデータ伝送方

式に変えることになりました。ＩＳＤＮ回

線では通信運搬費のみでしたが、ＩＳＤＮ

回線終了後は伝送委託料が令和５年度よ

り一部生じています。令和６年度は毎月生

じることから、予算が上昇することになっ

ています。 

 納税課からは以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

７番目の２回目のお問いでございます。 

 先ほど、通報の件数が年間を通じて少な

いとのことでございました。今年度、１月

末時点でございますが、警察への通報案件

は３件ございます。 

 明らかな基準は特に設けてはおりませ

んが、駅周辺の道路等、交通が集中すると

ころ、交差点付近であったり、生活に支障

のあるようなところについては、平日に、

朝昼夕と３回、その当日に巡回させていた

だきます。明らかに３回とも駐車車両があ

った場合には、通報させていただいてござ

います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、９番目の２

問目の質問、ＬＥＤ化された道路照明灯の

基数についてお答えさせていただきます。 

 道路照明灯につきましては、先ほどご答

弁させていただきましたとおり、職員や専

門家による点検の結果、それから、日常寄

せられる苦情や要望などを受けまして、こ

の中で灯具の故障が確認されたものにつ

いてはＬＥＤの灯具に、また玉切れでＬＥ

Ｄの球に変えられるようなものがあるの

であれば球を替えさせていただいており

ます。正確な数字までは持ち合わせており

ませんが、おおむね６０％から７０％ぐら

いは対応しているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 質問番号１０番の

２回目、矢羽根に係る計画のお問いに対し

ましてお答えいたします。 

 先ほど答弁申し上げましたとおり、自転

車活用推進計画に基づいて、短期・中期・

長期で市内の市道の路線、整備を図ってま

いる計画でございます。 

 令和５年度までは、主に鳥飼地域、府道

と結節する市道、両側歩道形態がある路線

に関しまして、矢羽根を実施してまいりま

した。 

 今後につきましては、自転車の交通が駅
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周辺から発するところもございます。そう

いう結節点に近いようなところ、それから

明らかに自転車の交通が見込まれるよう

なところについて、シェアサイクルの移動

のデータ等も使いながら、検証してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 多世代同居・近居に

ついての質問にお答えさせていただきま

す。 

 現在ですけど、住宅取得及び住宅リフォ

ームについては、受付を終了しておる状況

でございます。 

 この３世代の補助で、傾向といたしまし

ては、移動が多いのは、春休み、夏休み、

冬休みの前後となっております。受付終了

しておる状況でございますけど、受付終了

後につきましても相談や問合せは受けて

おる状況でございます。ただし、転居の時

期とか、全員の引っ越しが完了しないと補

助要件は満たしてまいりません。 

 そういう状況でヒアリングの中では、ま

だ引っ越しが完了してない、相談の中には

来年度以降の引っ越しの予定である案件

しか現在把握しておりません。 

 よって、現在、申請をされても補助がで

きないという案件は把握しておらない状

況でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 １４番の質問でござ

います。 

 新しい避難所表示板に記載する情報は、

避難所、緊急避難場所の区分、ピクトグラ

ム、想定浸水深を考えており、こうした情

報を多言語対応及び、易しい日本語によっ

て外国人市民にも発信していきたいと考

えております。 

 設置場所は、令和４年に供用開始した味

舌体育館や、令和５年に表示板を修繕した

鳥飼東公民館では、既に新しい表示板とな

っていることから、それらを除きます小・

中学校、公民館、コミュニティ施設等の２

７か所を予定しております。設置枚数は、

例えば小・中学校では正門と裏門に設置し

ていくなど施設ごとに異なるため、３９枚

を予定しております。 

 続きまして、１５番の質問でございます。 

 備蓄食料につきましては、アルファ化米

やアルファ化米のおかゆ、ゼリー型備蓄食、

米粉で作ったアレルギー対応のクッキー

など約４万２，０００食を備蓄しており、

備蓄飲料水につきましては、５００ミリリ

ットルのペットボトル約４万３，０００本

を備蓄しております。 

 なお、大阪府におかれましても、摂津市

用の物資を備蓄されており、大規模災害発

生時には、国が被災都道府県からの具体的

な要請を待たずに、避難所、避難者への支

援を中心に不可欠と見込まれる物資を調

達し、被災地に物資を緊急輸送するプッシ

ュ型支援も見込まれます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 香川委員。 

○香川良平委員 答弁ありがとうござい

ました。全て理解しましたので、もう質問

は結構でございます。 

 令和６年度もどうぞよろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 南野委員。 

○南野直司委員 それでは、項目といたし

ましては１８項目ありまして、１回目に要

望もありますので、どうかよろしくお願い

します。 
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 まず、予算書２０、２１ページになりま

す。 

 個人市民税の部分で、本年度は４６億２，

２００万円の予算を計上しておりますけ

ども、前年度と比べて３億４,１５０万円

の減額となっております。これは、いよい

よこの６月から始まります定額減税の住

民税分がここに反映していると認識をし

ております。予算書２８、２９ページ、地

方特例交付金と合わせて、教えてください。 

 ２番目、予算概要になります。 

 １８ページの市立集会所管理事業の中

の第３０集会所の解体です。これは要望と

させていただこうと思います。第３０集会

所の地域の皆さんからお声をいただいて

いるのが、集会所はなくなるけども、災害

時に活用できる防災倉庫をできるだけ近

くに置いてほしいというお声を強くいた

だいております。どうか防災危機管理課の

皆さん、そして、道路関係部署も関係して

くると思いますが、市の所有している土地

を利用して、防災倉庫を近くに置いていた

だきますようよろしくお願いします。 

 鳥飼和道２丁目の自治会におきまして

は、鳥飼大橋架け替え工事に伴ってのり面

を整備したとき、防災倉庫を置かせてもら

っています。 

 そういう事例もありますので、検討いた

だきますようによろしくお願いします。要

望としておきます。 

 それから、３点目、予算概要２０、２１

ページになります。ＦＭ推進事業の中の施

設点検委託料で、これは香川委員から質問

もありましたけども、目視が困難な高所の

点検にドローンを活用しますということ

でありました。 

 災害時等におけるドローンによる支援

活動に関する協定で、五つのドローンの事

業者と提携を結びました。その五つの事業

者等々と連携してこの取組をされるのか、

新たに入札をかけられて、事業者を決定さ

れるのか、お聞かせください。 

 ４点目、ＤＸ推進事業です。予算概要２

４ページ、２５ページになります。本会議

場で代表質問もさせていただきましたが、

令和６年度におきましては、公共施設予約

案内システムにキャッシュレス決済機能

を導入されます。また、新年度に検討され

ることとしては、例えば、市民課の窓口で

の各種証明書の交付手数料や、郵送請求の

支払いなどの市民ニーズの高い部分から

キャッシュレス決済の導入を検討してい

くというご答弁をいただきました。具体的

な中身について教えてください。 

 それから、５番目、これも同じく２４、

２５ページになります。犯罪被害者等支援

事業についてでございます。１回目で令和

６年度のこの周知方法についてお聞かせ

ください。 

 ６番目です。同じく２４ページ、２５ペ

ージです。防犯カメラ設置事業についてで

ございます。新年度に２５台新設して１８

０台になることで認識をしております。防

犯カメラを設置されている公園は幾つあ

るかをお聞かせください。市内の幾つの公

園に防犯カメラがついているのかお聞か

せください。 

 次に、７番目になります。予算概要８０

ページ、８１ページになります。農業水路

管理事業の中で、ホームページ作成委託料

に当たると思いますけども、質問もあって

宮城課長からの答弁もありました。カメラ

が５か所で、水位計が２３か所で、全部で

２８か所の水路の水位をホームページで

公開していくとのことでありましたけど

も、具体的なスケジュールを考えておられ
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るのか、お聞かせください。 

 ８番目、予算概要８６、８７ページにな

ります。交通安全啓発事業についてです。

これも質問がありましたので、要望だけさ

せていただきます。 

 自転車用ヘルメットです。努力義務とい

うことで、僕も一生懸命かぶる努力をして

いるのですが、なかなか進まないと思いま

す。 

 朝、子どもたちの通学路で見守り活動さ

せていただいていても、小さい子どもにか

ぶらせていない保護者の方もいらっしゃ

いますし、高齢者でもヘルメットをかぶっ

ていない方はよく見受けられます。摂津市

の地形からしますと、１４．８７平方キロ

メートルで、大阪府の中でも、比較的コン

パクトなまちでありまして、一番高い上り

坂がそこの市役所の前の歩道橋で、僕は心

臓破りの坂と呼んでいて、アシスト自転車

に乗っていなかったらかなり厳しい坂や

と思っています。その坂以外は平たんな土

地と思っています。 

 自転車で、交通の移動手段として自転車

を使っている人は多いです。そのうちヘル

メットをかぶっておられる方は少ないで

す。どう啓発していくかが大事なことやと

思います。 

 どうか新年度、よろしくお願いします。

要望としておきます。 

 ９番目、予算概要９０ページ、９１ペー

ジになります。 

 まずは、橋梁長寿命化修繕事業の中身に

ついて、令和６年度は３０橋の法定点検と

一つの橋の修繕を実施しますということ

で、防領橋の修繕工事を実施していただき

ます。防領橋は、交通量もすごく多くて、

安全対策をどのように考えているのか。業

者主導でやっていただけると思いますけ

ども、警備員も立てていただいて、どのよ

うにしていかれるのか、お聞かせください。 

 同じく９０、９１ページの交通安全対策

事業の中で、これも質問があって答弁もあ

りました。グリーンベルトと矢羽根、この

設置は千里丘中央線なのか、桜町なのか、

学園町なのか、鶴野なのかについて、改め

て教えてください。 

 それから、次は１１番目、同じく９０、

９１ページです。 

 千里丘三島線道路改良事業で、令和６年

度は、三島まちかど広場から三島２丁目交

差点付近の区間における西側の歩道整備

に係る用地測量を実施していくというこ

とで計上していただいております。これは

具体的な取組の中身について、お聞かせく

ださい。 

 次に、１２番目、予算概要９４、９５ペ

ージになります。 

 震災対策推進事業の中で、ブロック塀等

撤去補助金で２００万円計上しておりま

す。２０１８年に大阪北部地震が起こって

から、粘り強く、大阪府の補助もなくなっ

た中で財源を組んでいただいて取り組ん

でいただいておりますけども、予算の中身

について、ご答弁ください。 

 教育委員会と通学路の安全対策という

ことで、訪問の啓発活動もしていただいて

いると認識しております。そういったご苦

労をお聞かせください。 

 １３番目、同じく９４、９５ページの住

宅環境整備事業の中で、令和６年度は摂津

市住宅マスタープランの改定を実施し、そ

して、もう一つは摂津市空家等対策計画の

改定も実施されます。ホームページを見て

いましたら、パブリックコメントが始まっ

ていました。多くの市民の皆さんからの意

見を聴きたいところでございますけれど
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も、実はこのマスタープランに、空家等対

策計画を入れて取り組んでいくことで認

識をしておりますが、その点も併せて、お

聞かせください。 

 １４番目に、予算概要９８、９９ページ

でございます。これは、先ほど香川委員か

らの質問に対する課長からの答弁で、平和

公園に仮設キャンプ場を整備してまいり

ますということで、環境センター跡地の高

台の防災公園に移設すると僕も思ってい

ました。これから地域にお話ししていかれ

ると思いますけども、平和公園の真ん中の

広場を活用されると思います。僕はそのま

ま設置しておいていただけたら絶対ニー

ズはあると思います。 

 もう３月ですから、５月には、恐らくこ

いのぼりも上がります。それから、子ども

フェスティバルもあります。冬にはイルミ

ネーションもあります。平和公園をキャン

プ場として使いたいという人は絶対おる

と思います。 

 それであれば、残しておいて、鶴野にで

きる高台の公園で、新たに設置していくこ

とを検討していただいたほうが絶対いい

と思います。 

 そして、キャンプ場は災害時の活用にも

なると思います。そういった場所にも利用

できると私は思います。どうか、その辺の

ことを視野に入れていただいて、よろしく

お願いします。要望としておきます。 

 １５番目、予算概要１０６、１０７ペー

ジです。水防事業の中で、可搬式ポンプ８

台を導入していきますということでござ

います。１回目にこれは電気式なのかエン

ジン式なのか、その辺だけお聞かせくださ

い。 

 １６番目、これは防災対策事業の中で、

新年度は、安威川ダムの治水効果を反映し

た（仮称）水害対応ガイドブックを作成し、

全戸配布する予算を組んでいただいてお

ります。これは代表質問でもさせていただ

きましたけども、全戸配布してからの活用

方法をどう考えておられるのかお聞かせ

ください。 

 次に、補正予算から二つだけお聞かせい

ただきたいのですけども、一つは４６、４

７ページになります。狭隘道路拡幅整備助

成金の減額補正、４，９７０万円の減額の

要因についてお聞かせください。 

 それから、４９ページです。自宅療養者

支援委託料４，９２０万３，０００円の減

額補正の中身についてお聞かせください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４４分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 石坂課長。 

○石坂市民税課長 それでは、市民税課に

係ります１番の質問にご答弁申し上げま

す。 

 令和６年度個人市民税の予算額につき

ましては、そもそもは令和５年度の実績を

基に１％程度の微増ということで算定し

ておりました。しかしながら今般の定額減

税の住民税への適用により、納税義務者及

びその控除対象配偶者、扶養親族を対象に

一人当たり上限１万円の定額控除を行う

こととなり、市民税の所得割におきまして

は、その減収見込額３億８，２００万円を

含んだ予算額となっております。 

 また均等割の部分につきましては、平成

２６年度から令和５年度までの１０年間、

東日本大震災復興税が均等割標準税率に

加算されておりましたものが５００円減
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額となりますので、その減収分を均等割で

見込んでおります。併せて個人市民税全体

で前年度予算に比べまして、６．９％の減

となっております。 

以上です。 

○三好義治委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課か

ら質問番号１番の地方特例交付金に係る

部分について答弁申し上げます。 

 先ほど定額減税分につきましては、地方

特例交付金で補填をすることになってい

ると思うということで質問いただきまし

た。委員のおっしゃるとおりで、この定額

減税分につきましては、地方特例交付金に

おいて全額を国で補填をすることになっ

ております。令和６年度の当初予算で、地

方特例交付金として４億８，９００万円の

予算を計上しております。このうち定額減

税の補填分といたしまして、３億８，２０

０万円を計上しております。残りの１億７

００万円につきましては、令和５年もあり

ます住宅ローンの減収補填分で計上させ

ていただいております。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

３、施設点検委託料について委託契約先は、

協定締結しているところになるのかとい

うお問いでございます。 

 この委託契約先の選定については、基本

的には競争の原理を働かせる必要がござ

います。その協定の締結先、今回の委託の

候補になろうかと思いますけれども、あく

まで競争によって決定することになりま

すので、協定の締結先にかかわらず、金額

の低いところに決定することになろうか

と思います。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

４番のキャッシュレス決済の具体的な検

討内容の質問にお答えをいたします。 

 令和６年度につきましては、ご紹介いた

だきましたように公共施設予約システム

におきまして、キャッシュレス機能を導入

してまいります。さらにその先の展開とい

たしましては、窓口での各種証明書交付手

数料や郵送請求など市民ニーズが高く、さ

らなる利便性向上につながるものについ

て拡大をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 またこの窓口での各種証明書交付手数

料のお支払いにおきまして、現金だけでな

く、キャッシュレス決済を導入いたします

ことで、市民の皆様にとって多様な決済手

段を選択でき、利便性の向上につながるも

のであると考えております。 

 併せて、待ち時間の短縮などの効果も期

待できるのではないかと考えております。 

 また証明書等の郵送請求などにおきま

しては、オンラインシステムでの申請と決

済を可能とすることで、現在郵便局まで足

を運んでいただいて、定額小為替を購入い

ただいておりますが、そうした手間であっ

たり、その手数料をなくすことができるも

のとなります。 

 決済手段につきましては、一般的にはク

レジットカードの使用率が最も高いとさ

れておりますが、ここ数年ではＱＲコード

決済も増加傾向にあります。また電子マネ

ーも一定利用されている状況でございま

すので、こうした動向なども踏まえながら

検討を進めたいと考えております。 

 併せまして、会計処理におきましても、

効率化を図っていく必要がございますの

で、ＰＯＳと言われる機能を有しておりま
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すレジの導入であったり、先ほどありまし

たオンライン決済を可能とするシステム

の導入など、実現に向けて具体的な手法に

ついて関係課で連携をしながら取り組ん

でまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 質問番号５番でござ

います。犯罪被害者等支援事業の周知につ

きましては、これまで防災危機管理課の窓

口でパンフレットを配布することはもと

より、市民課窓口において、全ての転入世

帯にパンフレットを配布するとともに、１

１月２５日から１２月１日までを期間と

する犯罪被害者週間に合わせて、広報紙に

啓発記事を掲載してまいりました。令和５

年度には新たに摂津警察署、広聴相談係に

おいてパンフレットを配布いただくとと

もに、犯罪被害者週間に合わせて、市役所

１階に設置している広告つき窓口案内シ

ステムに、啓発記事を掲載いたしました。

令和６年度も、これらの取組を通じてしっ

かりと事業を周知してまいります。 

 続きまして、質問番号６番でございます。

防犯カメラにつきましては、摂津警察署か

ら提供された犯罪発生場所及び犯行後の

逃走ルート等についての情報や、設置場所

の電気の引き込みなどの物理的な条件を

踏まえ、摂津警察署と協議の上、設置場所

を決定しております。 

 防犯カメラを設置している公園の箇所

数といたしましては、都市公園が３か所、

ちびっこ広場が１か所となってございま

す。以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、７番目の

質問にお答えします。水位計におけるホー

ムページの作成スケジュールについてで

ございます。現在設置済みの水位計及び監

視カメラは、職員及び施設管理委託業者の

みが水位状況等を見ることが可能となっ

ております。令和６年度内には、水位計の

予定箇所数である２３か所が設置完了と

なるため、令和７年度当初には、市民の皆

様に見ていただくようにするためにも、令

和６年度内にホームページを完成させて

いきたいと考えております。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、９番目の橋

梁長寿命化修繕事業における令和６年度

修繕予定の防領橋施工中の安全対策につ

いての質問にお答えさせていただきます。 

 防領橋の修繕工事につきましては、上部

工の鋼製桁の塗装の塗り替え工事を現在

のところ予定しております。工事の作業に

つきましては、まず、つり足場と塗膜を除

去するに当たっての飛散防止のための養

生の仮囲いが必要となりますので、車道の

路肩の部分と、隣接します歩道橋全体を覆

うような形で設置いたします。その後、桁

下にはつり足場を合わせて設置します。 

 塗装塗り替え作業については基本的に

は桁下の足場の中で作業はできるように

はなりますが、仮囲いを設置したり、つり

足場を設置するという場合には、橋面上で

資機材をつり下ろしたりする必要がござ

います。一時的に材料や資材の搬入、それ

から搬出などに伴いまして、車両や歩行者

の通行規制は出てくる形にはなります。施

工段階において、再度受注される業者と調

整は必要になりますが、安全対策を検討し、

道路使用許可に関する警察協議も行うこ

とになります。現在のところ、基本的に車

両については、橋面からの作業時のみ片側

交互通行にしまして、実際に作業している

ときには、幅員が若干狭まるのはあるので
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すが、２車線、西行きと東行きの車両につ

いては、通せることにはなります。ただし、

隣接します歩道橋側については全体を囲

った形でしばらく置かなければなりませ

んので、通行止めが発生します。大正川の

上流側の歩道橋は別途大阪府が管理され

ておりますが、そちらを通っていただくよ

うな迂回路を今のところ検討していると

ころでございます。 

 施工の工事区間の前後には、必ず誘導用

のガードマンも設置いたしますので、事故

のないよう安全で円滑な通行の確保に努

めてまいりたいと思っています。 

 工事期間中はご迷惑をおかけすること

になりますけれども、できる限り通行者の

安全を確保しつつ、工事期間を短縮できる

よう努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 質問番号１０番目

の交通安全対策のうち、矢羽根型路面標示、

それとグリーンベルトの令和６年度の予

定場所のお問いであったかと思います。 

 矢羽根型路面標示につきまして、令和６

年度の摂津市管内図の中では、千里丘２丁

目から千里丘新町にかけての千里丘中央

線で予定をいたしております。 

 続きまして、グリーンベルト、通学路対

策でございます。こちらは複数箇所ござい

まして、桜町１丁目と桜町２丁目、ちょう

ど小川水路沿いでございます。北側と南側

の道路で実施をさせていただきます。 

 それと学園町２丁目の学園町１５号線、

こちらでも実施をさせていただきます。 

 最後に、鶴野２丁目、鶴野４丁目にかけ

まして鶴野１８号線、鶴野２９号線、鶴野

４１号線でグリーンベルトの設置を予定

しているところでございます。 

 続きまして、質問番号１１番、千里丘三

島線の三島３丁目の西側の歩道拡幅の整

備区間の具体的な令和６年度の中身のお

問いであったかと思います。 

 令和５年度につきましては、基本設計で、

三島まちかど広場から十三高槻線と三島

２丁目の交差点にかけて約３００メート

ルございます。その部分での基本測量をさ

せていただいております。令和６年度につ

きましては、用地測量で、実際に道路事業

のスタートになってまいりますので、まず

沿道の地権者に、この事業の目的等の説明

会をさせていただきます。その中で、地権

者のお持ちの土地であったり、建物、不動

産の部分について、まず現道との土地の境

界、それからお隣さん同士の民地間の話で、

民民境界と俗に言われておりますが、そち

らと、それから沿道に関わる土地を確定し

ていきます。これを進める中で、その土地

が囲まれた周囲、三島３丁目でいきますと、

奥側の土地との隣接の状況であったり、里

道であったり、水路であったりいろんな権

利関係、こちらをまず明らかにしていく調

査も当然ながら必要になってまいります。

用地のどこまでかかるか丈量測量をさせ

ていただいた上で、各地権者の立会いの下、

まずその土地の確認をさせていただく中

でご理解、ご協力を求めていく作業が来年

度予定している作業でございます。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 質問番号１２番、震

災対策推進事業のブロック塀の予算の中

身、及び啓発の状況についてのお問いにお

答えさせていただきます。 

 まず予算でありますけど、このブロック

塀の補助につきましては、１平米当たり１

万円という基準がございまして、上限につ
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きましては２０平米分、２０万円が上限と

なっております。予算計上としましては、

その上限額の１０件分相当を予算要求さ

せていただいておる状況でございます。 

 続きまして、啓発についてです。全体に

おきましてはホームページ及び自治会回

覧による啓発を行っております。あと、平

成３０年の大阪北部地震の折に教育委員

会で通学路をメインとしたブロック塀の

危険箇所について調査した中で、それを建

築課で引き継ぎまして、ずっと経過観測し

てきたところでございます。令和５年度当

初時点で、その中の１３件について注視、

経過観測しており、毎年戸別に訪問の啓発

もさせていただいております。お会いでき

たところについては直接この補助の制度

とか、撤去の意向とか、その辺のヒアリン

グをするとともに、おられないところにつ

いてはポスティングになりますけど、啓発

活動は続けさせていただいております。今

年度につきましては、その啓発に伴って撤

去や改修された分が２件、あと住宅の建て

替え等によって、ブロック塀がなくなった

というのが２件ございまして、現在、９件

について経過観測を続けておる状況でご

ざいます。 

 続きまして、住宅マスタープランと空家

等対策計画の一体化についてのお問いで

ございます。 

 この計画については、それぞれの計画を

縮小するものではございませんで、住宅マ

スタープランにつきましては、国や府の上

位計画の見直しがされました。それを反映

する形で改定を行っております。空家等対

策計画につきましては、法改正に伴って、

その法の中身に対応するための改定を行

っております。 

 この計画につきましては、本日３月８日

から４月８日まで、１か月の予定で現在パ

ブリックコメントを進めております。パブ

リックコメント終了後、計画を一体化する

ということで、それぞれの計画を縮小する

のではなくて、摂津市の住宅の計画として、

一つの冊子にすることで、組み込んでいく

形の一体化を考えておるところでござい

ます。以上です。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、１５番目

の質問であります。購入する可搬式ポンプ

が電気式かエンジン式かについてお答え

いたします。 

 可搬式ポンプは現在２台常備しており

ます。今回購入する８台と合わせて１０台

となりますが、この常備する１０台全てが

電気式の可搬式ポンプとなっております。 

以上です。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 質問番号１６番でご

ざいます。防災対策事業、水害対応ガイド

ブック作成委託料についての質問でござ

います。 

 水害対応ガイドブックが完成した後の

活用につきましては、まず全戸配布させて

いただき、並行して広報紙で特集を組んで

周知することを考えております。 

 またそれ以降は、本市への転入者には、

転入届時に配布物に加えるとともに、出前

講座、自主防災訓練、地域版防災マップの

作成に向けたワークショップ等の機会を

通じて、掲載内容についてご説明させてい

ただき、水害に関する理解促進につなげて

まいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 １７番目の狭隘道

路整備事業についてのお問いにお答えさ

せていただきます。 
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 まず、大きな減額の理由でありますけど、

重点区域の指定区域内での対象となる事

案が少なかったということでございます。

この事業につきましては、先ほど塚本委員

からも質問がありましたけど、狭隘道路の

解消については時間をかけてでも、しっか

り進めていかなければならない重要な事

業でございます。そういうことで、重点区

域における開発地から幹線道路まで、沿道

の道路後退に対する奨励金は継続した中

で、令和６年度より４メートル未満の摂津

市道及び法定外道路、この部分の前面の後

退の補助金を市域全体に広げる制度の変

更をする予算要求をさせていただいてお

ります。 

以上です。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 １８番目の質問でご

ざいます。補正予算書の防災対策事業、自

宅療養者支援委託料の減額補正について

でございます。 

 新型コロナウイルス感染症患者の自宅

療養に対する支援につきましては、予算要

求段階では、新型コロナウイルス感染症の

先行きが不透明であったため、令和５年度

も継続して実施することを想定しており

ました。 

また、新型コロナウイルス感染症につい

て、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律における位置づけが

令和５年５月８日に２類感染症から５類

感染症に変更されるとの情報が明らかに

なった時点では、その前日の令和５年５月

７日まで取組を継続する予定としており

ました。しかしながら、令和５年２月に、

委託事業者から鳥インフルエンザの影響

により、鶏、チキンエキス、卵を使用して

いる商品の確保が困難であるとの報告を

受けており、他市での同様の取組を受託し

ている事業者にも対応の可否を確認しま

したが、本市が一定数の在庫を抱える必要

があったことや、１日の配送可能数が制限

されること等、本市の求める条件を満たす

ことができないとのことでございました。 

 さらに大阪府においても、令和５年３月

末に簡易配食サービス事業が廃止される

との情報も踏まえ、令和５年２月１２日に

開催した摂津市新型コロナウイルス対策

本部会議において、自宅療養者への支援パ

ック配送は、令和５年３月末をもって終了

することを決定いたしました。 

国や大阪府の動向等を踏まえ、必要に応

じて再開することも検討しておりました

が、防災危機管理課では、公的な支援が必

要な状況には至っていないと判断したこ

とから、予算が不要となったものでござい

ます。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 南野委員。 

○南野直司委員 答弁ありがとうござい

ます。 

 それでは、２回目の質問をさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 １点目の市民税、前年度と比べて約３億

４，０００万円減額の中身につきまして、

６月から始まります定額減税の住民税分

をここへ反映している。そして地方特例交

付金の関係について、答弁いただきまして

よく分かりました。ありがとうございまし

た。以上で終わります。 

 次に、３番目でございます。 

 ＦＭ推進事業の中での目視が困難な高

所の点検にドローンを活用していくとこ

ろであります。災害時等におけるドローン

による支援活動に関する協定を締結した

５者を含め、幅広い範囲からもちろん募集
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をかけて選定していくということであり

ます。何でこういう角度で質問させていた

だいたかといいますと、そういう災害時の

支援活動の協定だけではなくて、平時から

そういった事業所とのコミュニケーショ

ンは非常に大事やと思っています。これは

防災危機管理課だけではなくて、ほかの課

ともいろんな形で、ドローンは本当に今後、

行政と切っては切り離せない存在になっ

てくると思いますので、その角度で質問さ

せていただきました。分かりました。あり

がとうございます。 

 それから４番目でございます。ＤＸ推進

事業の中で、今後窓口での各種証明書をキ

ャッシュレス決済、あるいはオンラインを

活用しての決済を進めていくと課長から

答弁をいただきました。よく分かりました。

市民サービスの向上につながりますし、そ

して業務の効率化にも非常につながって

いくものだと思いますので、どうかさらな

る充実を期待しまして、要望とさせていた

だきます。 

 それから５番目です。犯罪被害者等支援

に関する取組で周知方法について詳しく

答弁をいただいたわけであります。先ほど

もありましたけれども、この犯罪被害者等

基本法の成立日である１２月１日以前の

１週間がその週間ということであります。

摂津市の公式ＬＩＮＥでいろいろ情報を

流していただいております。僕もよく見て

いるのですが、このＬＩＮＥのカードタイ

プのメッセージというのはすごく有効や

と思っています。これを活用していただい

て、令和６年１２月の話になりますけれど

も、こういったＳＮＳを通して、こういう

犯罪被害者等の支援を摂津市がやってい

ることを多くの市民の人に知っていただ

くことはほんまに大事なことやと思いま

す。ＳＮＳを活用した広報の考えについて、

お聞かせください。 

 ６番目でございます。防犯カメラの公園

の設置について、都市公園が三つ、そして

ちびっこ広場が一つ、計四つの公園に設置

していただいているという答弁をいただ

きました。分かりました。今後におきまし

て警察といろいろやり取りしながら、防犯

カメラの設置を進めていかれると思いま

す。主要な公園にはぜひつけていただくこ

とはほんまに有効だと思いますので、視野

に入れて今後取り組んでいただきたいと

思います。少し細かい部分で申し訳ないで

すけど、２回目に、つけていただいている

防犯カメラ、赤外線機能等を搭載した夜間

にも対応したような、そういった防犯カメ

ラなのかどうかお聞かせください。 

 次に７番目でございます。水路の水位情

報をホームページで公開してということ

で詳しい部分を答弁いただきました。都市

計画課によりホームページで公開してい

ただいている３Ｄの重ね標示とはまた別

で展開して行かれるとのことであります。

一津屋地域は水路がたくさんありまして、

水路が大雨のときにあふれるか心配だと

よくお聞きします。ホームページでもちろ

ん見れるので、そこは評価するのですが、

自宅、そして職場でも見れるようにスマー

トフォンでも対応しているのかどうか、詳

しい部分になりますけれども、お聞かせく

ださい。 

 ９番目でございます。橋梁長寿命化修繕

事業の中で、防領橋の工事の安全対策につ

いて課長から詳しくご答弁いただきまし

た。ちょうどこの市役所から大正川の堤防

沿いにいきますと防領橋が右手にありま

すけれども、橋の転落防止柵で視界が悪い

部分がありまして、そこが覆われるという
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ことなので、非常に危ない、視界の悪いと

ころだと思います。安全対策をしっかり行

っていただきますよう、要望としておきま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それから１０番目の交通安全対策事業

の中で、通学路等の交通安全プログラムに

基づいてのグリーンベルト、そして矢羽根

型路面標示のご説明をいただきました。千

里丘地域は矢羽根型路面標示ということ

で説明いただきましたので、よろしくお願

いいたします。グリーンベルトは、教育委

員会、あるいは警察、そして地域の皆さん

と協議しながら、令和６年度のこの一覧に

は載っていない部分でもたくさん進めて

いただいておると思います。どうか子ども

たちの安全対策をよろしくお願いします。 

 それからもう一つありますが、速度抑制

対策のハンプであります。要望としておき

ますけれども、一津屋地域でつけていただ

いていまして、すごく私は効果があるもの

だと思っています。ハンプの周りにポール

コーンを立てていただいていますので、直

接乗り上げる車は少ないかと思っていま

す。鳥飼地域ではポールコーンがない部分

があって、スピードを出しもって、ハンプ

に乗られるというので、そういった振動と

か音とかのお声はいただいているかもし

れません。ただ、効果がすごくあるものだ

と思いますので、今後も摂津市でそういっ

たどうしてもスピードを落としたいとこ

ろには、幅員が必要だと思いますけれども、

設置を進めていただきますよう要望とさ

せていただきます。 

 それから、千里丘三島線道路改良事業の

中で三島まちかど広場から三島２丁目交

差点付近に将来は歩道を設置していく件

で、地域からもこれは切実な要望が出てお

りますし、新しいマンションの皆さんから

もお声が出ています。小さな子どもを連れ

たお母さんが摂津市駅のほうを向いてコ

ノミヤであったり、摂津警察署のところを

向いて行かれるときに危ない状況で、朝な

んかも交通量が多い時間帯に自転車や車

が通っているときに危険な状態で歩いて

おられる姿を見ると、一日も早く整備をし

ていただきたいと思っています。いよいよ

スタートということでありますけれども、

どうかよろしくお願いしたいと思います。

要望とさせていただきます。 

 １２番目でございます。震災対策推進事

業の中でブロック塀等の撤去補助金の中

身について課長から詳しい答弁をいただ

きました。９件経過観測といいますか、訪

問もしていただいて、啓発を続けていただ

いているということでございます。そうい

った地道な取組が必ず結果として表れて

くると思いますので、どうか引き続きよろ

しくお願いいたしまして、評価もさせてい

ただいて要望とさせていただきます。 

 １３番目の住宅環境整備事業の中で、摂

津市住宅マスタープラン、そして摂津市空

家等対策計画、一つの住宅計画として踏み

込んで、摂津市は取り組んでいくというこ

とで課長から答弁いただきました。大事な

計画となりますので、どうかよろしくお願

いいたします。要望とさせていただきます。 

 それから１５番目でございます。水防事

業の中の可搬式ポンプ８台、電気式だとい

うことでございます。恐らく緊急時には、

例えば軽トラに可搬式ポンプを乗せて現

場に行って、１００ボルトの電気がなくて

も自動車のバッテリーから変換器で電気

を取って、そのポンプが使えるように電気

式を考えておられるのかと思います。エン

ジンでしたらどこでもかけられますけど、

自動車でそういったポンプが使えるのか
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どうか、詳しい部分になりますけれども、

答弁をお願いします。 

 そして１６番目でございます。防災対策

事業の中で、（仮称）水害対応ガイドブッ

クを作成、全戸配布をした後の活用につい

て、答弁をいただきました。後で副市長か

ら答弁いただきたいと思いますが、活用は

非常に大事なことやと思いますし、私も地

域で老人クラブであったり、いきいきボラ

ンティアもさせていただいて、そんな折に

防災危機管理課の若手の職員の方二人ペ

アで来ていただいて、災害に備えるために

は、こういうことが必要だと分かりやすい

出前講座をしていただいて好評です。そう

いった意味で、この水害対応ガイドブック

もぜひ、積極的な出前講座等々していただ

いて、小さな単位で大変になりますけれど

も、どうか市民の皆さんが手に取って見て

関心を持っていただくようによろしくお

願いしたいと思います。 

 そして、副市長にお聞きしたいのは、摂

津市は安威川が流れている市であります。

安威川ダムが完成して、水害対策がプラス

のほうに大きく進んだと思いますけれど

も、副市長の考えをお聞かせください。 

 次に、補正予算でございます。狭隘道路

拡幅整備助成金の減額補正の中身につい

て課長から答弁をいただきました。分かり

ました。新年度は、地域全体にエリアを拡

大していくということです。分かりました。

ありがとうございます。狭隘道路について、

どうかよろしくお願いをいたします。 

 それから、自宅療養者支援委託料も４，

９００万円の減額の中身、詳しく答弁いた

だきまして分かりました。ありがとうござ

います。 

 ２回目、以上で終わります。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 質問番号５番でござ

います。 

 犯罪被害者等支援事業の周知について

でございます。 

 市公式ＬＩＮＥによる情報発信は委員

が言われるように有効であると認識して

おります。令和６年度は、ご提案いただき

ましたＬＩＮＥによる情報発信を、犯罪被

害者週間に合わせて実施してまいります。 

 続きまして、６番の質問でございます。 

 本市で設置しております防犯カメラに

つきましては、周囲が明るいときには通常

のカラーカメラとして動作し、周囲が暗く

なると自動的に白黒に切り替えて感度を

上げる、デイナイト機能を有しております。

夜間や暗い場所でも、鮮明な映像を撮影す

ることが可能な仕様となってございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、７番目の

２回目について答弁させていただきます。 

 スマートフォンでも水位計の情報は見

れるのかとのことであります。水位計の情

報は、市ホームページから見られるように

いたしますので、スマートフォンでも市ホ

ームページから入っていただくことで、見

れるようにしてまいります。 

 続きまして、１５番目の可搬式ポンプの

電源の件について、車からでもとのことで

ございます。今、建設部で所管しておりま

す軽トラックは、バッテリー付近に直接コ

ンセントを設けておりますので、そこへ電

源として取れるように、コンセントを差し

込めば使えるようにはなっております。 

 それ以外にも、バン等の乗用車に関しま

しては、昔で言うところのシガーソケット

から変換器を用いることで、可能になるの

ではないかとは思っておりますが、まずこ
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ういう変換器が実際にあるのかどうか調

べた上で、変換器を常備していくことも検

討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 福渡副市長。 

○福渡副市長 安威川ダムが出来上がり

ましたので、まずは建設に関わる経緯など

について、お話しさせていただきます。 

 ダムが必要なのは、ダムを造りたいから

やっているわけではありません。神崎川な

どを広げることができればいいのですが、

川沿いは住宅密集地なので、それをやると

物すごい人に影響があります。 

 では、摂津市ではどうかというと、摂津

市においても市民への影響が多くあり、新

幹線の基地を動かしたりしなければいけ

ません。そういうことを考えていく中で、

河道がどうにもならないので、代わりにダ

ムを造るということで、計画が立ち上がり

ます。それで、よくダムの犠牲者が移転を

するみたいな話をされています。 

 けれどもダムに関係して移転しなけれ

ばいけなかった人たちは、我々摂津市民だ

ったりとか、茨木市民だったりとか、吹田

市民だったりとか、大阪市民だったりとか、

安威川流域の水害に遭う可能性のある人

たちの代わりに、自分たちが移転をしてダ

ムに協力をして、安全を確保したというこ

となので、逆にダムに関わった人たちに、

基本は感謝していただきたいのが、まず第

一にあります。それを忘れないでほしいで

す。できて良かったというよりも、そこに

いろいろ頑張ってくれた人たち、協力して

くれた人がいたことを、思い出していただ

きたいのが、一つあります。 

 それで、ダムができて摂津市どれだけ良

くなったのかですけれども、安威川ダムが

できて、神崎川に安威川が入るところまで

の区間は、基本的にハード面は１００年に

一度の雨に対応するだけのものが出来上

がりました。 

 残っているのは、猪名川と神崎川が合流

する少し手前のところの河道掘削が若干

残っていて、それをやって初めて１００年

に一度の雨に対応できることになります。 

 それがまだないので、１００年に一度の

雨に対応しているかというと、少し足りな

いところはあります。どちらにしても、ダ

ムがたまるまでの期間は、ダムよりも上流

に降った雨は、基本的にはほぼほぼ摂津市

に入ってこないので、物すごく安全度は上

がるという意味で、ダムのポケットが空い

ているうちは結構安心していてもよろし

いのではないのかと個人的には思ってい

ます。今まで河川水位を見て、避難すると

かしないとかという話をされていました

けれども、それにプラスしてダムの貯水位

を、実は見ていただきたいというのがあり

ます。 

 それで、ダムの貯水位が満杯になって、

緊急放流となりますが、満杯になることは

どういうことかというと、もうダムのポケ

ットがなくなっているので、ダムに入って

きた雨がそのまま出てる、ダムがない状態

に戻る、つまり昔の安威川の状態に戻るこ

とになります。そうなると、せっかくダム

を造ったけれども、機能していないので、

気を付けなければいけません。それと、安

全機能がない中で、さらに雨が降るとなる

と、結構大変なことになるのではないかと、

どきどきする度合いがすごく上がること

になります。 

 どちらにしても、ダムという安全面が出

来上がったことで、避難をしなければいけ

ない氾濫危険水位とか避難判断水位は上

がっています。 
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 ただ、避難判断水位と言っても、破堤す

るというか、水害が起こるまでの時間は、

９０分ぐらいしか見ていません。 

 ですので、我々、安威川流域に住んでい

る摂津市の人たちは、基本的に広域避難し

ないといけません。どちらにしても、良い

ものが出来上がっているので、次、破堤し

たときには物すごい水が出ます。 

 それだけではなくて、河道にたまってい

る川の水も全部出てきます。相当浸かるこ

とになるので、基本的にその場で何とかす

るよりは出ていったほうがよいというの

があって、そうすると９０分で本当に間に

合うのかという問題があります。 

 防災危機管理課からも言っていると思

いますが、マイタイムラインということで、

それぞれ行く先を決めて、どれだけ早く逃

げるのかを考えてほしいと、ずっと言って

います。 

 本会議でも質問がありましたが、トリガ

ーはどうするのかという話があったと思

います。そのトリガーについても、それぞ

れ人によって始まる時間が変わるので、そ

うすると、洪水で被害が出るまでどれぐら

い時間が欲しいのか、その必要な時間を教

えていただけると、市は、例えば安威川の

話であれば大阪府だし、淀川の話だったら

淀川河川事務所でも国土交通省でもよい

んですけれども１級河川ということで、そ

の時間どういう状況になるのかを聞いて、

それぞれのトリガーを決めていかなけれ

ばいけないようになると思います。 

 例えば、そのトリガーの話がみんな決め

ることができて、我々もそういう人たちが

いっぱいいるということが分かると、その

前に準備をしたりとか、サポートしたりす

ることができるようになります。そういう

状態がどんどん良くなっていくと、防災力

が向上していくと思います。 

 ですので、基本的に、もうダムができた

から大丈夫というよりは、基本的には今ま

で言っていることと同じことをやらない

といけません。また、破堤したときは、本

当にすごい状態にしかならないので、肝に

銘じていただいて、ちゃんと逃げる準備を

していただきたいと思っています。 

以上です。 

○三好義治委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁ありがとうござ

います。全て要望とさせていただきます。 

 ５番目の犯罪被害者等に対する支援の

中で、ＳＮＳを活用した周知をしていくと

のことで、課長から犯罪被害者週間など、

答弁いただきました。どうか多くの方に知

っていただけるように、よろしくお願いし

たいと思います。要望とさせていただきま

す。 

 そして、防犯カメラでございます。夜間

でのデイナイト機能が付いた防犯カメラ

だということで、鮮明に録画できることで

安心いたしました。ありがとうございます。

どうか多くの公園に設置していただきま

すよう、よろしくお願いし、要望とさせて

いただきます。 

 それから、７番目でございます。水路の

水位情報のホームページ、スマートフォン

でももちろんホームページから入ってい

ただくことで見れるとのことでありまし

た。分かりました。 

 気軽に、多くの方が水路の水位を見れる

ように、また出来上がってからになると思

いますけれども、周知をよろしくお願いし

ます。ＬＩＮＥで周知していただいたらあ

りがたいと思います。よろしくお願いをい

たします。 

 それから、可搬式ポンプ、電気式であり



- 54 - 

 

まして、それで緊急のとき現場で使えるよ

うに、エンジンだったらガソリンがあれば

ポンプは動くと思います。電気式というこ

とで、このポンプが１００ボルトの場合、

軽トラだったら１２ボルトから１００ボ

ルトの変換器を付けておいて、現場で使え

るようにしてもらえたらと思います。どう

か現場で使えるようによろしくお願いし、

要望とさせていただきます。 

 そして最後、福渡副市長から安威川ダム

供用開始、完成と摂津市の対応について、

詳しく答弁いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 安威川ダムの貯水量、しっかりと今後も

見てまいりますので、よろしくお願いしま

す。 

 安心したらだめだということがすごく

分かりました。大丈夫になりましたとか中

途半端なことはあまり言わないようにし

まして、今までどおりに災害時における要

援護者の方への対応、あるいはタイムライ

ンの活用、しっかりと今後取り組んでまい

りますので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。以上で、質問

を終わりたいと思います。 

○三好義治委員長 次に、嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、議案第９号から

１点だけお聞かせください。 

 この議案第９号の中で、財政調整基金へ

の積立てでございます。これは香川委員も

指摘をされておられましたけれども、今回、

減債基金を廃止して、約１６億円を財政調

整基金へ積み立てていくとのことです。 

 総額的に見ますと、この第９号の中では、

２７億５，０００万円を財政調整基金とし

て積み立てるという議案になっていると

思います。 

 この議案第９号は補正予算であり、現在

まだ令和５年度の年度途中ではあります

けれども、いろいろと年度末の大体の見込

みを持たれて、このような補正予算を組ん

でおられると思います。 

 そういう意味で言いますと、令和６年度

の予算を組むに当たって、まず財政調整基

金がどの程度あるという見込みを持たれ

た中で、令和６年度の予算を組むときに、

財政調整基金から一般会計に繰り入れて

予算を組んでおられるのか。その辺りの流

れについて、一度お聞かせいただければと

思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、議案第１号に移ってまいります。

大きな点で言うと２番目になるかもしれ

ませんけれども、予算の編成のことについ

てお聞きします。 

 これは、令和６年度の市政運営の基本方

針の中で、令和４年度の決算では、歳入に

おいて市税収入は増加したものの、令和３

年度に引き続き、市債の借入額が元金償還

額を上回ることになりましたと始まって

います。 

 恐らく令和５年度も、その償還の範囲を

上回る市債について起債を張っていくこ

とになると思います。 

 ただ、これ自体は確かに一定の期間をも

って予算を見ていくべきだろうと思いま

すけれども、総務部長も本会議の中で、危

機的な状況だというお話をされておられ

ました。果たして本当にそのような状況に

なるのかについては、冷静に見るべきなの

かと思っています。 

 どういうことかと言いますと、この令和

３年度から令和５年度、令和６年度につい

て見ていくと、例えばコロナ禍がありまし

た。そこでいろいろと支援をしていくとい

うこともあったわけです。 

 そういう状況で考えたときに、本当に予
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算を単年度だけで見て、今年はその償還額

を上回る起債を張ったからどうなんだと

いうことを考えるよりも、もっと広い視点

を持って、２０年、３０年のスパンで、ど

れだけの元金を償還できて、どれだけの起

債を張っていったのかを見ながら、予算を

評価していかないと、私は何も分からない

と思っています。 

 その点、長い目で見たときに、令和６年

度の予算を編成されるに当たって、財政と

してどのような評価をされておられるの

か、少しばくっとした質問かもしれません

けれども、その点についてお聞かせくださ

い。 

 ３点目、予算概要の１８ページ、集会所

の管理事業でございます。 

 市政運営の基本方針を拝見しておりま

すと、令和６年度で集会所の老朽化につい

て調査をされるとのことです。 

 これは、第５次行革の中でも、集会所に

ついては一定統廃合といったことも、検討

していくということがあったと思ってい

ます。 

 そういったことも含めてまずは、老朽化

の調査をされていくということになると

思いますけれども、令和６年度の内容につ

いて、お聞かせください。 

 続いて、同じく予算概要１８ページの庁

舎管理事業でございます。 

 この中で、ＥＳＣＯサービス料が５，２

６８万９，０００円で計上されております。

たしか、私の記憶が間違っているかもしれ

ませんけれども、平成２９年度からこのＥ

ＳＣＯ事業が始まっていったと思います。 

 そのときから単年度当たりのサービス

料は、定額で推移をしているかと思ってい

います。今、いろいろ光熱水料、燃料費が

上がっていく中で、この内容については、

契約の会社ともしっかりと調査されてい

るだろうと思っています。その点、定額で

推移することによってどのような影響が

あるのか、お聞かせください。 

 ５点目、予算概要の２４ページ、防犯対

策費の中で、防犯カメラ設置事業でござい

ます。 

 これも先ほど南野委員からも質問され

ておられまして、よく分かった点はありま

す。まずお聞かせいただきたいのは、これ

までも防犯カメラについて、警察と協議を

されながら、具体的にどこに設置をされる

のかについて、意思を確認しながら設置し

ていったわけです。 

 令和６年度も２５台設置をすることに

ついて、警察と設置箇所について協議をさ

れながら、付けていかれると思います。そ

うしたら本当に、今まで設置してきた箇所

において、どれだけの効果があったのかに

ついて、まず検証をしていかないとだめだ

ろうと思っています。１回目、その点につ

いてお聞かせください。 

 次に、予算概要１０６ページ、防災対策

事業について、何点かお聞かせください。 

 単純な話ですけれども、防災マップ作成

委託料について、令和６年度の取組はどの

ようになっているのか、この点についてお

聞かせください。 

 それから、これもお話があったんですけ

れども、避難所運営マニュアルに基づいた

訓練の実施です。その具体的な取組につい

て、お聞かせください。 

 それから、これは令和４年度決算の際に

も少し触れさせていただきましたけれど

も、個別避難計画の作成について、あのと

きはたしか執行はなかったと思います。 

 いろいろな背景があったことは理解を

いたしました。令和６年度については、予
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算の中でどうなっているのか、なかなか見

つけるのが難しいのかもしれませんが、こ

の個別避難計画の作成については、どのよ

うに取り組んでいかれるのか、お聞かせく

ださい。 

 それから大きな７点目、予算概要８２ペ

ージ、農業水路整備事業でございます。 

 この中身を見ていますと、維持管理適正

化事業分担金であったりとか、用排水路改

修負担金だったり、いろいろなものがあり

ます。現在の摂津市の特に安威川以南の状

況を考えたときに、雨水の排除にこの農業

用水路を一定活用していることがあると

思っております。 

 そういう点を考えていくと、今後、農業

用水路のあり方については、しっかりと方

向性を持って見ていくべきだろうと思っ

ています。その点について、お考えあれば

お聞かせください。 

 続きまして、８点目、予算概要９６ペー

ジ、緑化推進事業でございます。 

 この中には、誕生記念植樹祭の実施など

もあると思うのですけれども、令和６年度

につきましては、誕生記念植樹祭という文

言が見当たりません。 

 この点については、計画されておられな

いのか、お聞かせください。 

 続きまして、９点目、予算概要８６ペー

ジ、違法駐車追放事業でございます。 

 これも、先の委員の質問の中で出てきた

ところですけれども、私が気になっている

のは、いわゆる特定の車両が、よく道路敷

に駐車をされています。 

 そのことについては、恐らく周りの住民

の方はいろいろと思っておられることが

あると思います。車を停めているからとい

って、その近くを常に歩行者が歩いている

わけではありませんけれども、道路敷に車

を停めていることで、一定死角もできます

し、それによって事故が起こることについ

ても、あり得ないわけではないので、しっ

かりと取り組んでいかないといけないと

思っています。 

 ただ、いろいろとお聞きをしていると、

難しいところはあると思っています。もし

特定の方がよく停めているといったこと

が、例えばその地域の近隣の方からの情報

として寄せられた場合に、摂津市もしくは

警察として、何か対応できる策があるのか、

お考えがあればお聞かせください。 

 続きまして、予算概要８８ページ、放置

自転車等対策事業でございます。 

 これも事業としては、先の質問があった

わけですけれども、たしか市内には、放置

自転車の禁止区域として５か所が設定さ

れています。 

 それ以外のところに停められた、いわゆ

る放置自転車については、なかなか対応で

きない状況があると思っています。もしそ

ういった場合に、どのような対応を取って

おられるのか。 

 実際に、対応される件数自体は少ないと

思っていますけれども、どの程度対応され

ておられるのか、実績が分かるようであれ

ば、お聞かせください。 

 続きまして、１１点目、同じく予算概要

８８ページ、公共交通確保維持事業でござ

います。 

 この中で、令和６年度の市政運営の基本

方針といたしまして、地域公共交通計画の

策定をしていくことが、大きな計画として

挙げられています。 

 この基本方針を拝見しておりますと、あ

くまでも路線バスを維持していくという

大前提の下に、いかに市民の皆様方の利便

性を確保していくのかとの視点が盛り込
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まれているのかと思っています。何があっ

てもまず路線バスを維持するという大前

提の下で、今後、計画を立てていかれるの

か、その点についてもお聞かせください。 

 続きまして、１２点目、予算概要９０ペ

ージ、道路維持事業でございます。 

 その中で、街路樹について維持をし、管

理されておられます。場合によっては、こ

の街路樹があることによって、特に車を運

転される方の死角になったりとか、事故に

つながるような可能性があるかと思って

います。その点について令和６年度、どの

ような視点で維持管理をされていかれる

のか、その点についてもお聞きします。 

 続きまして、１３点目、予算概要９０ペ

ージ、道路補修事業でございます。 

 この中でまずお聞きをしたいのは、新在

家鳥飼上線の補修の内容が組まれている

と思いますけれども、その詳しい補修の内

容について、お聞かせください。 

 それと、先ほど南野委員もおっしゃって

おられた南別府鳥飼上線のそのハンプの

ことです。ハンプについては先ほど委員も

おっしゃっておられたように、設置をする

ことによって、振動が発生する場合がある

ということをお聞きしております。 

 たしか令和４年度の決算の際に、ポール

を立てることによって、道路幅を制限して

いって、それによって車の速度を落とさせ

ることも、考えていかないといけないとい

うお答えがあったのかと思っています。 

 具体的な箇所で言うと、市場池公園に南

接する一方通行の道路は、そういった方向

性を取っていきたいというお話が、あった

のかと記憶をしています。 

 それでこの南別府鳥飼上線についても、

これは計画的にハンプを設置していただ

いてきました。 

 その方向性で、令和６年度もやっていか

れるのか分からないですけれども、目的は

車の速度を落としていただくことにある

ので、このハンプにこだわる必要もないの

かと思っています。 

 先ほど申し上げたように、振動の状況も

見ながら、一つの方法としてこういったも

のもあるのかと思っています。令和６年度、

どういった感じで進めていかれるのか、改

めてお聞きします。 

 それから、これは要望にとどめますけれ

ども、予算概要９２ページの、阪急正雀駅

前の道路改良でございます。 

 残念ながら、駅前広場の計画が、白紙に

戻ってしまいました。 

 これは担当課としても、地権者の皆さん

とお話もされて、ある程度感触を持った中

で、計画も立てられたと思っています。し

かし結果として、白紙に戻さざるを得なか

ったことについては、改めて重く受け止め

ていただきたい。 

 基本、行政が計画として出したものは、

それに向かってやっていくことが、本来あ

るべきと思っています。その準備段階で何

か、足りないところがあったと思っていま

す。 

 それで今度は、まず駅前広場ではなくて、

道路の拡幅だという方向にかじを切った

わけです。何があってもその完成に向けて、

しっかりと取り組んでいただきたいと、要

望として申し上げておきます。 

 続いて、１４点目、予算概要９４ページ、

多世代同居・近居支援事業でございます。 

 これも皆さん触れておられた取組でご

ざいます。私もこれは、今までの一般質問

の中で、恐らく四、五回取り上げてきたか

と思いますし、相当に思いを持って提案し

てきたつもりです。 
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 今の摂津市のいろんな状況を見ていっ

たときに、核家族化が、その問題の根底に

あることを非常に感じたので、本当に思い

を持って提案をしてきたところです。 

 それで、今の制度として立ち上がったそ

の内容を見ていると、多世代での近居・同

居を始めていただく、そこに対して支援を

していくところだと思います。 

 それはそれで非常に意味があることで

すけれども、実際に、多世代で同居・近居

が始まっていくと、今度はその場面場面で、

またいろいろな課題にぶつかっていくわ

けです。 

 私は、これはまた一般質問でかつて申し

上げましたが、その場面場面における支援

も、今行っている支援事業にプラスをして、

やっていくべきなのかと思っています。令

和６年度は難しいかもしれませんが、今ま

でこの多世代同居・近居支援事業をやって

こられて、その対象となった方からいろん

なお声も聴いておられるかもしれません

し、今後の展開として、どういったところ

が課題であるのか、その点についてもし考

えがあれば、お聞かせください。 

 それから最後、同じく予算概要９４ペー

ジの震災対策推進事業の中で、ブロック塀

等の撤去でございます。 

 これも先ほど、南野委員が聞いておられ

たところです。私の記憶が間違っていたら

正していただきたいのですが、これも、令

和４年度決算の審査時にお聞かせいただ

きました。 

 当初、通学路に面しているブロック塀が

１３か所あって、たしか３か所はもう既に

撤去されているとのお話だったと思いま

す。それで残りの何か所かは実際に、お話

もされておられるといったことではなか

ったかと思っています。 

 先ほどの委員の質問に対しての答弁を

お聞きしていると、現在は９件について、

経過観測をしている途中ですとの話であ

ったと思います。ではその９件が、どうい

ったところなのかです。 

 何が言いたいかというと、これはあくま

でも、通学路におけるブロック塀の撤去で

あって、それ込みにブロック塀の撤去にも

し同意をしていただけないところがある

のであれば、例えば一つの方法として、教

育委員会と話合いをされて、通学路の変更

といったことについても、建築課としても

考えていく必要があるのかと思います。 

 ただ、子どもたちが学校に行く際に、ど

うしてもこの道を通らなくてはならない

し、その場所にブロック塀があるとするな

らば、これは何があっても撤去に向けて、

まずは話し合っていかなくてはならない

と思っています。 

 つまり、経過観測の中で、色分けをして

いかないといけないと思っています。その

点について令和６年度、どういった取組を

されていかれるのか、その点についてもお

聞かせください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

関します質問に答弁申し上げます。 

 まず１点目でございますが、補正予算で、

財政調整基金の不用額の部分において積

立金として２７億５，０００万円を予算計

上させていただいております。 

 このうち、先ほども答弁申し上げました

減債基金の部分については約１６億円で

すので、この補正予算第１０号での不用額

は約１１億円と見ております。 

 それで令和６年度の予算編成をすると

きに、令和５年度での不用額、どう見てい
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たかでございました。 

 実際に、補正予算を組む少し前の段階で、

１２月で決算見込み等も見ておりました。

その段階で、今回、補正予算を組むぐらい

の不用額が出るものと認識はしておりま

した。 

 ただ、令和４年度もそうでございました

が、決算時には、不用額が出るものとは思

っております。具体的に何億円出るという

までの計算はせずに、令和６年度の予算編

成では考えておりました。 

 予算編成をしていく中で、令和５年度末

の現在高が幾らあるか、主要基金でどれぐ

らいあるかと、令和６年度の予算を組んだ

ときに、令和６年度末の現在高は幾らにな

るのか、そこを見ながら組んでいきます。

その際、２番目の質問と一緒になった答弁

になってしまって申し訳ないのですが、ま

ず１１月の段階で、令和６年度の当初予算

の要求段階で、歳入歳出の財源不足額が約

６０億円ございました。 

 その時点で見ますと、主要基金が１０億

円戻ると考えましても、この補正予算を組

んだ後の主要基金の令和５年度末現在高

は１０８億円ほどですけれども、これが６

０億円ほど減ってしまうとなると、令和６

年度の年度末現在高は約４０億円となっ

てしまいます。 

 そういう状況では、今後の財政運営はと

ても厳しいと思うところでございます。 

 ただ、その後、予算編成をいたしますと

きに、要求段階から総務部長査定、市長査

定を経て、最終的に予算を計上させていた

だきました部分で言いますと、基金の取崩

額が全体で３４億円、査定や精査で減りま

したので、その分で取崩額を差し引きしま

すと、令和６年度末現在高が主要基金で７

４億円ほどあると見ております。 

 この７４億円という段階においては、ま

だ来年度、令和７年度の予算編成でもし財

源不足が出たとしても、令和７年度予算は

組める状況であろうと考えておるところ

でございます。 

 先ほどの、単年度だけで見た場合と、も

っと長い目で見ていったときに、令和６年

度の予算を財政課としてどう見ているか

でございました。 

 こちらにつきましては、財政方といたし

まして、当然想定される歳入でもって、歳

出の予算を賄うべきというのが大前提で

あると思っています。基金の取崩額が令和

５年度に比べると、令和６年度のほうがよ

り多くの取崩額になってしまっていると

いう点においては、すぐに財政危機が訪れ

るかどうかは別にいたしましても、財政状

況としては厳しい状況であると考えてお

るところでございます。 

 今までの財政の取組という中において

は、代表質問の中で市長からもお話しさせ

ていただきましたが、健全か健全でないか

ということで言いますと、健全化比率の部

分では、健全でないということではなく、

令和３年度の決算で見ましても、地方債現

在高でありますとか、元利償還金の部分の

比率におきましても、大阪府内でも決して

悪いということではなく、どちらかと言え

ば、状態としては良いという形になってお

るところでございます。 

 ただ、今後心配しておりますように、多

額の大規模事業が集中して行われていく

中で、基金にも限りがありますので、財源

の確保が課題になってくるのは、明白であ

ろうかと思います。 

 中期財政見通しでは、いつも見通しがど

うなのかと問われますけれども、一つの指

標として見ていくところでございます。厳
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しい財政状況で見ていかなければならな

いところで、大規模事業がこのまま進んで

いって、ビルドアンドスクラップが進まな

ければ、令和９年度には基金が枯渇してし

まうことを示させてもらったところでご

ざいます。 

 単年度で見ていくと、先ほどもお話がご

ざいました、市債の発行が元金償還額のそ

の年分を超えることについては、これまで

の取組で市債現在高も減り、元金償還額と

いうのも年々減ってまいりました。 

 そこは、事業が進んでいく中でも建設事

業費が抑えられてきたところが、一番大き

かったと思っております。ただ、これから

行財政運営の中で、公共施設等についても

老朽化等も出てきますし、新しい需要がご

ざいますので、建設事業を全くしないわけ

にはいかないことになってまいります。 

 本当に取捨選択の世界になるかと思い

ますけれども、そういう中では、突出した

形の市債の発行をしなければならない年

も出てきます。 

 ですので、単年度で見たときに、そうい

うところは非常に財政が厳しいと見るの

か、それを、先ほどおっしゃっていただい

たように、１０年のスパンで見るのか、そ

ういうところで平準化したときに、財政と

して破綻をしないようにということを、当

然していかなければならないということ

にはなります。今後を見据えますと危機的

状況とまでは言えませんけれども、厳しい

状況が今後続いていくことは考えて、財政

から全庁的に、ビルドアンドスクラップで

ありますとか取組をしていかないといけ

ないことを発信していきたいと考えてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

３、集会所管理事業の令和６年度の取組で

ございます。 

 集会所につきましては、ほとんどの建物

が木造でございまして、建築から５０年経

過するものもございます。老朽化している

ところもございまして、課題であると認識

しております。 

 また、利用についても、使っている頻度

が高いところとそうでないところがあり、

集会所によって状況は様々でございます。 

 そうしましたことから、令和６年度に集

会所の基礎調査を実施してまいります。内

容としましては、躯体とか設備の調査、あ

と耐震化も含めて、長寿命化したときの費

用の積算をいたします。 

 併せて、ソフト面の評価として、その利

用、どんな目的で、誰が、どれだけ使って

いるのかというところを併せて調査いた

しまして、ハード面、それからソフト面の

調査を並行して行って、今後の方針を検討

してまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号４、庁舎管理事業

で、ＥＳＣＯ事業のサービス料についてで

ございます。 

 このＥＳＣＯ事業につきましては、空調、

照明設備などの省エネルギー改修につい

て、設計、施工、維持管理、効果検証まで

も一括して請け負わせるものでございま

す。 

 その提案された光熱水費の削減を保障

していただくものでございまして、一括し

て請け負わせることで事業費が削減でき、

また契約期間、長期間になりますので、コ

ストの平準化が図られること、あとその期

間、維持・補修についても、請負業者が行

っていただくものでございます。 

 家電製品でも言われておりますが、新し
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い製品は１０年前の製品に比べて、省エネ

率がかなり高いと言われております。それ

でこの庁舎を見たときに、電力量を多く占

めているのが空調であるとか照明と思い

ます。 

 そういった中で、毎年効果検証をしてい

ただいており、提案された光熱水費の削減

というのは、目標達成できている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 丹羽理事。 

○丹羽総務部理事 質問番号５番でござ

います。防犯カメラの設置、また効果につ

いてでございます。 

 大阪府警の犯罪統計によると、摂津市の

発生件数は、平成２４年度の防犯カメラの

設置がなかったときは、１，３１４件でご

ざいました。令和５年度の１５５台設置現

在では６１３件となっており、発生状況は

半減しております。 

 犯罪の発生状況については、防犯カメラ

だけでなく、防犯灯や摂津青色自転車パト

ロール隊、ウオーキングパトロール隊、摂

津警察署による巡回と、様々な取組により

減少していくものと考えておりますが、防

犯カメラは設置することによる犯罪抑止

効果に加えて、警察からの照会件数から判

断しますと、犯罪の検挙にも効果があった

と認識しているところでございます。 

 続きまして、質問番号６番、地域版防災

マップの作成、令和６年度の取組について

でございます。 

 令和５年度におきましては、鳥飼北小学

校区をモデルとしまして、鳥飼北小学校の

自主防災組織、防災サポーター、民生・児

童委員、鳥飼北小学校のＰＴＡ、第二中学

校のＰＴＡの方々、鳥飼北小学校の先生、

あと二中の教員の方に参加いただいて、広

域避難を広めるためにワークショップを

開催させていただきました。 

 １回目には、本市の防災アドバイザーで

あります香川大学の竹之内先生から、広域

避難の必要性等々を説いていただきまし

て、その後、自分たちが避難するのにどれ

だけ時間がかかるかというワークショッ

プをしました。 

 ２回目におきましては、鳥飼北小学校区

の中で、散策じゃないですけれども、地域

にある防災、例えば鳥飼北小学校でありま

すと歩道橋にあります、まるごとまちごと

のハザードマップ、これも御存じなかった

方が多かったので、それを知っていただい

たり、あと光蓮寺の西村前住職から、過去

の水害の情報等を語っていただいたとこ

ろでございます。 

 今年度につきましては、今年度末には防

災マップに加えて啓発用の動画、また広域

避難を始めるための動画等も作成する予

定にしておりまして、鳥飼北小学校区にお

いては、令和６年度はそれらの啓発のビデ

オ等々を生かしていただいて、継続して広

域避難文化を広めていくというところで、

続けていきたいと思っております。 

 また、他の校区・地区においては、今回

の鳥飼北小学校の取組を参考にさせてい

ただいて、同じようにワークショップ等を

開いて、広域避難の文化を広めていきたい

と考えているところでございます。 

 続きまして、７点目の避難所マニュアル

の作成についてでございます。 

 令和５年度におきましては、旧三宅小学

校区の三宅地区でご協力いただきまして、

自主防災組織、防災サポーターと一緒に、

避難所マニュアルを作成してまいりまし

た。 

 まずは、座学ではございませんけれども、
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こちらの案を見ていただきまして、意見を

いただいて修正し、現場で実際に避難所に

来て、受付等を置いてもらって、そごがあ

るかないかまた意見をいただいて、今反映

して、今年度末にはマニュアルを完成させ

ていこうと考えております。それで三宅地

区におきましては、そのマニュアルを活用

して、令和６年度は訓練を実施していきた

いと考えております。 

 これもマップと同様にはなりますが、こ

の避難所マニュアルの作成の手法を参考

にさせていただいて、令和６年度について

は違う地区、また校区で、自主防災組織に

ご協力いただいて、同様に、その避難所に

合ったマニュアルを作成していきたいと

考えているところでございます。 

 ８点目の個別避難計画についてでござ

います。 

 個別避難計画につきましては、令和５年

度も難病の方を中心に、茨木保健所の方と

連携して個別避難計画の作成に着手して

ございます。 

 ただ、非常に時間がかかっているところ

がありまして、引き続き令和６年度も作成

してまいりたいと考えております。 

 市内における個別避難計画を必要とさ

れる方は、難病の方以外にも多数おられま

す。それで先進事例等も参考にさせていた

だいて、例えば福祉事業者の個別避難の委

託でありますとか、そこら辺も視野に入れ

て、今後どういうふうに作成を進めていく

か、検討をしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関します質問としまして、農業水路に

ついての考え方にお答えします。 

 摂津市内を流れます水路は、本委員会で

も何回かご説明させていただきましたが、

約１２３キロメートルございます。この水

路の役割としましては、まず淀川から取水

した水、それと神安土地改良区が管理しま

す、鳥飼水路や三箇牧水路といった大きな

水路から取水をした水を、田んぼへ安定的

に送るという役割が、本来ございます。 

 一方で、排水で見ますと、特に鳥飼以南

では、下水道の雨水整備率が約３５％とな

っており、伸び悩んでいる状態であります。 

 この排水をカバーするために、農業用水

路に雨水を排水することで、下水道の役割

も担っている状況がございます。 

 もともと、水路を作る際には、農業用水

路ということで、水量を一定量で送るとい

うことがございました。その構造で作られ

ている水路も多々あります。そこに雨水排

水が流れ込むことで、一時的に水位が高く

なりますと、水路の構造が傷んでくる原因

も現れてきます。 

 その水路が傷んできた状態では、修繕等

が必要になってきますが、この修繕に関し

ましては、先ほど予算で質問がありました

維持管理負担金を神安土地改良区に市が

支払い、神安土地改良区にて、その水路の

修繕等を行っていただいております。 

 現在、行っていただいている場所としま

しては、摂津市の内水対策ののど元であり

ます番田水門に流れ込んでいます番田井

路水路があり、この下流部分の護岸を直す

工事をやっていただいております。 

 また、摂津市内におきましては、鳥飼地

区の東西に流れております、鳥飼南水路の

護岸修繕をやっていただいております。 

 摂津市独自としましては、市が管理して

おります水路の状況の中で、水路の傾きが

大きく、土坡が崩れそうなところについて
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は水路壁の修繕や維持管理通路の陥没等

がありましたら、それらを日々修繕させて

いただいている状況でございます。 

 そういう状況もありますので、昨年度、

２年かけまして、水路台帳システムを完成

させております。 

 その水路台帳システムは、今まで摂津市

域における水路を、昭和５９年度に作成し

た水路網図で管理をしておりましたが、現

在水路としてあるもの、ないもの、これら

を把握する中で、修繕計画を立てていくた

めのものとして、利用していきたいと考え

ております。 

 修繕におきましては、市だけではなく、

今までどおり神安土地改良区とも一緒に、

農業用水路を守っていくことが、先にはこ

の排水も受けていくことの重要性も担っ

ていく役割を高めていくことにもつなが

ると思います。つきましては、農業用水路

の適正な維持管理を、今後も進めていきた

いと考えております。 

 続きまして、令和６年度の誕生記念植樹

祭を開催するのかについて、お答えいたし

ます。 

 誕生記念植樹祭は、摂津市内で生まれた

新生児の誕生を祝う摂津市独自のイベン

トであります。また、緑化推進をしていく

上でも重要な場であり、事業であるとも認

識しております。 

 現在、誕生記念植樹祭は、平成２８年３

月に開園しました明和池公園にて、コロナ

禍では、形を変えながらも、令和５年１０

月の秋まで行ってまいりました。 

 令和５年度は明和池公園にて記念樹前

での家族写真の撮影及び記念品の贈呈、駐

車場スペースにおきましては記念樹の配

布を行っており、令和６年度におきまして

は、その内容と同規模の形で、４月２８日

日曜日に、同じ場所にて、春の誕生記念植

樹祭を開催する予定としております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

９番の違法駐車追放事業の中で、特定の駐

車車両に対してどのような扱いになるの

かのお問いであったかと思います。 

 先ほど、香川委員の質問の部分でも答弁

させていただいたとおり、駅周辺であった

り、事業所の多い地区、そういうところを

日々巡回させていただいているところで

ございます。 

 ただ、駅周辺でありますと、商業施設、

事業所の多いところの前に道路がござい

ます。その路上においてトラックの荷入れ

であったりだとか、搬入出、そういうよう

な作業をされているケースも多々ござい

ます。 

 それは長時間にわたるまでは至らなく、

一時的な駐停車であろうかと思います。委

員がおっしゃっている、特定の方が長期間

同じ場所でというところにつきましては、

我々もリサーチしながら、警察と情報も共

有して進めております。 

 あと生活道路において、青空駐車みたい

な形でされているのも、市民等から苦情な

りいただいているところもございます。 

 そちらにつきましても、警察に情報の申

入れもさせていただいて、青空駐車の場合

でも道路が狭いところでの駐車という話

になりますと、無余地の駐車ということで、

法律的には停めてはいけません。きちんと

車庫に停めてくださいというような話に

なってまいりますので、その辺りもしっか

り警察と連携して、取組を進めておるとこ

ろでございます。 

 続きまして、質問番号１０番、放置自転
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車の対策事業の中で、放置禁止区域外での

駐輪のお問いであったかと思います。 

 基本、我々条例で定めておりますのが、

この禁止区域内の路上等の公共空間にお

いて、移動保管ができる権限を有しており

ます。 

 区域外の道路上におきましては、道路管

理者であったり、公園管理者、はたまた民

有地でありましたら、そこの土地の所有者

で解決をいただく話に当然つながってま

いります。道路管理者の場合ですと、一定

期間、移動という話の内容を告知しながら、

一定期間置いて撤去いただいているケー

スも見られます。 

 続きまして、質問番号１１番、公共交通

の内容でのお問いでございました。 

 先ほど議論もありましたとおり、地域公

共交通協議会の中で、この計画を策定して

まいりたいと考えておりますが、その中で

市の方針としまして、市内の地域公共交通

としての一番重点のところは、路線バスの

確保維持であり、これは市のスタンスとし

て持って臨ませていただいているところ

でございます。 

 それと、もう一点、路線バスを補完する

内容としまして、日中の通院であったり買

い物であったりのところで、近距離の移動

支援についても、一定検討を進めていく、

主にこの２点をもって、この協議会に臨ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、１２番目、

道路維持事業におけます街路樹剪定委託

料について、令和６年度は街路樹をどのよ

うに管理していくかの質問にお答えさせ

ていただきます。 

 街路樹には、主に四つの役割があると考

えております。 

 まず、まち並みに統一感を与え、沿道の

景観に季節感をもたらす景観の役割。 

 第二に、緑陰を形成し、周囲の気温上昇

を抑えることによる、ヒートアイランド現

象の緩和、二酸化炭素を吸収することで、

地球温暖化防止に役立つ環境の役割。 

 第三に、火災時の延焼防止といった効果

を持つ防災としての役割。 

 そして第四に、車と歩行者の分離、並木

効果によります運転者の視線誘導など、交

通安全性の向上に役立つ交通安全の役割

などを担っていると思っております。 

 しかし、植えられました街路樹は、適切

な時期に剪定などの維持管理をしなけれ

ば成長し過ぎることで、車道であれば路面

より４．５メートル、歩道であれば路面よ

り２．５メートルの建築限界を侵すことが

あり、委員がご指摘のように、その部分が

死角を作り、歩行者やドライバーの視認性

や照明の照射性を妨げることになり、安全

で円滑な通行を妨げることになります。 

 そうなりますと先ほど申し上げました

四つの効果のうち、交通安全の役割が損な

われることになってしまいます。 

 このことから当課では、本委託におきま

して、市道新在家鳥飼上線ほか３９路線に

おいて、樹木の成長しやすいおおむね夏の

時期と、落葉のしやすい秋から冬にかけて、

年２回剪定を実施しております。 

 また、年 1回、街路樹が枯れていないか、

支柱のぐらつきがないか、成長し過ぎて視

認性を妨げる樹木がないかなど、職員自ら

点検を実施しております。令和６年度も引

き続き、街路樹の適正な維持管理に努めて

まいりたいと考えております。 

 引き続きまして、質問番号１３番、道路

補修事業におけます道路維持工事のうち、
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令和６年度予定の新在家鳥飼上線の工事

の内容について、お答えさせていただきま

す。 

 本科目におけます道路維持工事につき

ましては、日々寄せられます市民からの苦

情・要望や日常パトロールの結果、通学路

や緊急輸送路などの路線の重要度、５年に

一度実施しております路面性状調査業務

委託の点検結果を踏まえ策定される舗装

修繕計画などに基づき、予防保全の観点か

ら計画的に舗装の修繕を行っているもの

でございます。 

 令和６年度、実施いたします新在家鳥飼

上線の舗装工事の内容につきましては、建

設部で配布しております主要工事予定箇

所図に表示しております箇所の位置にお

きまして、今のところ、幅員ははっきり分

かりませんが、延長としてはおよそ３００

メートル程度の舗装の打替え工事を予定

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 続きまして、質問番

号１４番でございます。ハンプでのお問い

でございます。令和６年度、どのように進

めていくのかとのお問いであったかと思

います。 

 お示しをさせていただいておりますの

が、淀川の堤防下の道路、市道南別府鳥飼

上線の鳥飼西１丁目付近を予定いたして

おります。 

 令和５年度につきましては、鳥飼西５丁

目付近で２か所、設置をさせていただいて

いるところではございます。委員がおっし

ゃっているとおり、ハンプという形での速

度抑制策といいますのが、道路上に１０セ

ンチのこぶを作るような形になりますの

で、そのままの速度で走ってくると当然な

がら跳ねる場合がございます。 

 ただ、この堤防下道路、速度規制が制限

時速２０キロという制限になっておりま

すので、通常その範囲であれば、底もこす

らず何も影響はありません。ただ、なかな

か難しいところでもございますので、その

ハンプの手前に、段差ありという啓発もも

ちろんさせていただきながら、路面標示で

ここはスピードを落としてくださいよと、

意識的な部分での話もさせていただいて

おります。 

 地元の方、地元自治会はじめ沿道にお住

まいの方、事業所の場合ですと事業者の方、

それぞれお話を聞きながら進めていかな

いといけません。 

 委員がおっしゃっているとおり、道を狭

窄する、つまり狭くすることによって、視

覚的にスピードを落とさせる方法もござ

いますし、クランク状にしまして、一定ハ

ンドルを切らすことによって、速度を抑制

させる方法もございます。 

 基本的には、府道大阪高槻線からの通過

交通の流入をいかに抑制しながら、通過速

度の抑制も併せて図っていくという趣旨

でございますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 １４番、多世代同

居・近居支援事業についてのお問いにお答

えさせていただきます。 

 本事業につきましては、長期的に摂津市

の人口に減少が見込まれるということで、

人口の減少を抑制させる目的のいろいろ

な事業を立ち上げた中の一つでございま

す。 

 本事業につきましては、委員がおっしゃ

られたとおり、近居や同居を始める、若い

世代に住んでもらうための、住居確保の支
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援を目的とした事業となっております。 

 委員がおっしゃられた補助後の支援、こ

れにつきましては建築課だけで検討する

項目ではなく、市全体で考えていかないと

いけないものだと考えております。 

 続きまして、震災対策推進事業について

でございます。 

 件数でございますけれども、決算審査に

係る委員会時点での数字だったと認識し

ております。先ほど南野委員にお答えさせ

ていただいたとおり、令和５年度当初は１

３件を監視しておりました。 

 決算審査に係る委員会までの間に、現地

の確認など行っておりますので、その中で

建物が撤去されていたものが２件、それで

啓発によって撤去されていたものが１件

で、その当時その時点では１０件と答弁さ

せていただいたかと思っております。 

 それで決算審査に係る委員会後に継続

的に啓発しておったところについて、ブロ

ックの改修をしていただき、現在９件とな

っております。 

 先ほど南野委員のご質問にお答えさせ

ていただいたとおり、年１回ではあります

けれども、現地に行きまして、経過観測を

続けております。その中で、毎年写真等も

撮影しており、本年度につきましては、９

月と１月に、教育政策課の方にも情報提供

しております。 

 今年度につきましては、１月に位置図及

び写真等を提供しまして、通学路の指定を

するための参考にしていただけるよう、資

料の提供もしておるところでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 

（午後５時３分 散会） 
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